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長野県教育委員会教職員 

「心の健康づくり計画」（令和7年度～令和10年度） 

根拠:長野県教職員健康審査会要綱第３条第２号に 

規定する判定を行うため 

市町村教育委員会ごとの「心の健康づくり計画」 

教 職 員 健 康 管 理 関 係 規 程 体 系 図 

長野県教育委員会（事務局職員・県立学校職員） 市町村教育委員会（市町村立学校職員） 
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根拠：労働安全衛生法で設置義務(昭和47年法律第57号） 

 

 

根拠：労働安全衛生法で設置義務(昭和47年法律第57号） 

 

 

健康審査 

◼ 

長野県教職員健康審査会要綱（平成15年3月5日付け14教保第502号） 

長野県教職員健康審査会運営細則（平成15年3月5日付け14教保第503号） 

復職審査 
根拠： 長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第26条 
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職場復帰訓練実施要領（平成15年3月5日付け14教保第50４号） 

 
 

長野県教職員健康審査会要綱第3条第2号 根拠： 

 により市町村教育委員会の依頼により実施 
 
 

 
 

メンタル
ヘルス 

 

 

根拠：厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のため  
の指針」（平成18年３月31日健康保持増進のための 
指針公示第３号） 

 

 

根拠:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のため  

の指針」(平成18年３月31日健康保持増進のための 

指針公示第３号）

 

市町村教育委員会ごとの安全衛生管理規程 
長野県教育委員会職員安全衛生管理規程の解釈と運用について 

（平成15年3月25日付け14教保第540号） 

長野県教育委員会職員安全衛生管理規程 

（平成15年長野県教育委員会訓令第1号） 

根拠:地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和31年法律第162号）第43条第4項により 

市町村教育委員会の依頼により実施 

根拠:長野県教職員健康審査会要綱第３条第２号に 

規定する判定を行うため、市町村教育委員会 

の依頼により実施する 



長野県教育委員会職員安全衛生管理規程（平成15年4月1日施行、令和6年12月5日一部改正）

（注） は「労働安全衛生法」により設置が義務づけられているもの
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○長野県教育委員会における職員安全衛生管理体制の概要

総括安全衛生管理者 本庁及び所属所の安全衛生業務を統括管理する 教育次長（行政職）

本　庁…保健厚生課長

所属所…所　属　長

産　業　医 産業医資格を有している医師

職 員 健 康 管 理 医 学校医から選任

本　庁…総括安全衛生管理者の指揮を受け、職員の健康管理等の職務を行う

所属所…主任安全衛生管理者の指揮を受け、職員の健康管理等の職務を行う（職員数50人以上）

衛　生　推　進　者 所属所…主任安全衛生管理者の指揮を受け、職員の健康管理等の職務を行う（職員数50人未満） 所属職員から経験者等を選任

化 学 物 質 管 理 者

保護具着用管理責任者

作　業　主　任　者 ボイラー等を取扱う所属所で、主任安全衛生管理者の指揮を受け、安全点検等の職務を行う 当該作業従事職員から選任

長野県教育委員会

職員安全衛生委員会 委員の半数は労働組合から

本庁安全衛生委員会 本庁職員の安全衛生に関する事項を調査審議する の推薦に基づき選任

所属所安全衛生委員会 所属所職員の安全衛生に関する事項を調査審議する

長野県教職員健康審査会 職員の健康状態及び復職の判定その他医学に関する専門的知識を要する事項の審議を行う 医師及び関係職員から選任

リスクアセスメント対象物を取扱う所属所で、主任安全衛生管理者の指揮を受け、リスクアセス
メントの実施や結果に基づく各種措置等の管理を行う

リスクアセスメントの結果に基づく措置として保護具を着用させる所属所で、主任安全衛生管理
者の指揮を受け、保護具の選定や使用方法等の管理を行う

所属職員から必要な能力を有す
る者を選任

所属職員から保護具に関する知
識及び経験を有する者から選任

所属職員から有資格者を選任

名　　　称 職　　　　　　務　　　　　　内　　　　　　容 選任する職員等

県教育委員会職員の安全衛生に関する重要事項を総合的に調査審議する

主任安全衛生管理者 総括安全衛生管理者の指揮を受け、職員の安全衛生業務の職務を行う

専門的立場で、職員の健康管理等の職務を行う（職員数50人以上）

専門的立場で、職員の健康管理等の職務を行う（職員数50人未満）

衛　生　管　理　者
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長野県教育委員会職員安全衛生管理規程を次のように定めます。 
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   第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条  この訓令は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）並びに労働安全衛生法（昭和 47 年法律

第 57 号。以下「法」という。）、労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318 号）及び労働安全衛生

規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「省令」という。）並びに学校保健安全法（昭和 33 年法律第

56 号）及び学校保健安全法施行規則（昭和 33 年文部省令第 18 号）等の規定に基づき職員の安全衛生

に関し必要な事項を定め、もって職員の安全の確保及び健康の保持増進を図ることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 本庁 長野県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の組織に関する規則（昭和 53 年長野県教

育委員会規則第４号。次号において「組織規則」という。）に規定する本庁をいう。 

(2) 所属所 組織規則第 13 条に規定する現地機関及び組織規則第 18 条に規定する教育機関（同条第１

号、第２号、第３号及び第６号に規定する教育機関に限る。）並びに長野県立中学校条例（平成 23 年

長野県条例第 17 号）に規定する中学校、高等学校設置条例（昭和 39 年長野県条例第 64 号）に規定



する高等学校及び特別支援学校設置条例（平成 19 年長野県条例第 24 号）に規定する特別支援学校（第

11 条において「県立学校」という。）をいう。 

(3) 所属長 本庁の課長及び所属所の長をいう。 

(4) 職員 本庁及び所属所に勤務する一般職の職員（地方公務員法第 22 条の２第１項第１号に規定す

る職員を除く。）並びに常勤の特別職の職員をいう。 

 

（所属長の責務） 

第３条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、常に職員の健康状況の把握に努め、積極的

に職員の健康の保持増進を図るとともに、安全かつ快適な職場環境の形成に努めなければならない。 

 

（職員の責務） 

第４条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、所属長及び次章の規定により置かれた

総括安全衛生管理者等の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。 

 

 

第２章 安全衛生管理体制 

 

（総括安全衛生管理者） 

第５条 本庁及び所属所の安全衛生管理業務を統括管理させるため、法第 10 条第１項に規定する総括安

全衛生管理者を置く。 

２ 前項の総括安全衛生管理者は、行政職から充てられた教育次長の職にある者をもって充てる。 

３ 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を統括管理するものとする。 

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。 

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。 

(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。 

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。 

 

（主任安全衛生管理者） 

第６条 総括安全衛生管理者の指揮を受け、前条第３項各号の職務を行わせるため、主任安全衛生管理

者を置く。 

２ 前項の主任安全衛生管理者は、本庁にあっては保健厚生課長、所属所にあっては所属所の長の職に

ある者をもって充てる。 

３ 本庁の主任安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（衛生管理者） 

第７条 本庁及び常時 50 人以上の職員が勤務する所属所に、法第 12 条第１項に規定する衛生管理者を 

置く。 

２ 前項の衛生管理者は、本庁にあっては総括安全衛生管理者が、所属所にあっては所属所の長が、職

員のうちからそれぞれ選任する。 

３ 所属所の長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書（様式第１号）によ

り総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 衛生管理者は、本庁にあっては総括安全衛生管理者、所属所にあっては主任安全衛生管理者の指揮

を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。 



(2) 職員の衛生教育に関すること。 

(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。 

 

（衛生推進者） 

第８条 常時 10 人以上 50 人未満の職員が勤務する所属所に、法第 12 条の２に規定する衛生推進者を 

 置く。 

２ 前項の衛生推進者は、所属所の長が職員のうちから選任する。 

３ 所属所の長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書（様式第１号）に  

より総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 衛生推進者は、主任安全衛生管理者の指揮を受け、前条第４項各号の職務を行うものとする。 

 

（化学物質管理者） 

第８条の２ 省令第 12 条の５第１項に規定するリスクアセスメント対象物（第４項第３号において

「リスクアセスメント対象物」という。）を取り扱う本庁及び所属所に、化学物質管理者を置く。 

２ 前項の化学物質管理者は、所属長が職員のうちから選任する。     

３ 所属長は、化学物質管理者を選任したときは、速やかに化学物質管理者選任報告書（様式第１号  

の２）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 化学物質管理者は、主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 省令第 12 条の５第１項に規定するリスクアセスメント（以下この項において「リスクアセスメン    

ト」という。）の実施に関すること。 

(2) リスクアセスメントの結果等に基づき講ずる措置の内容及びその実施に関すること。 

(3) リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。 

(4) リスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 

(5) リスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置の状況等の記録の作成及び保存並びにその周知   

に関すること。 

(6) 第１号から第３号までの事項の管理を実施するに当たつての職員に対する必要な教育に関するこ

と。 

 

（保護具着用管理責任者） 

第８条の３ 前条第４項第１号に基づく措置として職員に保護具を使用させる本庁及び所属所に、保護 

具着用管理責任者を置く。 

２ 前項の保護具着用管理責任者は、所属長が職員のうちから選任する。 

３ 所属長は、保護具着用管理責任者を選任したときは、速やかに保護具着用管理責任者選任報告書（様 

式第１号の３）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 保護具着用管理責任者は、主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行うもの  

とする。 

(1) 保護具の適正な選択に関すること。 

(2) 職員の保護具の適正な使用に関すること。 

(3) 保護具の保守管理に関すること。 

 

（作業主任者） 

第９条 法第 14 条に規定する作業を行う所属所に、作業主任者を置く。 

２ 前項の作業主任者は、所属所の長が当該作業に従事する職員のうちから選任する。 

３ 所属所の長は、作業主任者を選任したときは、速やかに作業主任者選任報告書（様式第２号）によ



り総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

４ 作業主任者は、主任安全衛生管理者の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 作業に従事する職員の指揮に関すること。 

(2) 取り扱う機械、薬品等の安全点検及びこれに伴う必要な措置に関すること。 

(3) 安全用具等の使用状況の監視に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための措置に関すること。 

 

（産業医） 

第 10 条 本庁及び常時 50 人以上の職員が勤務する所属所に、法第 13 条に規定する産業医を置く。 

２ 前項の産業医は、総括安全衛生管理者が選任する。 

３ 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行うものとする。 

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。 

(2) 省令第 14 条第１項第２号に規定する面接指導に関すること。 

(3) 健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 

(4) 本庁内又は所属所内の巡視等による職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関

すること。 

４ 産業医は、前項各号に掲げる事項について総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任安全衛生

管理者及び衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。 

 

（職員健康管理医） 

第 11 条 常時 50 人未満の職員が勤務する所属所（県立学校に限る。）に職員健康管理医を置く。 

２ 前項の職員健康管理医は、学校保健安全法第 23 条第１項に規定する学校医のうちから選任する。 

３ 職員健康管理医は、産業医に準じた職務を行うものとし、その職務は次の各号に掲げる事項で医学

に関する専門的知識を必要とするものとする。 

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。 

(2) 省令第 14 条第１項第２号に規定する面接指導に関すること。 

(3) 健康教育、健康相談、衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 

(4) 所属所内の巡視等による職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 

４ 職員健康管理医は、前項各号に掲げる事項について総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は主任

安全衛生管理者及び衛生推進者に対して指導し、若しくは助言することができる。 

 

（長野県教育委員会職員安全衛生委員会） 

第 12 条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、長野県教育委員会職員

安全衛生委員会（以下この条において「県委員会」という。）を置く。 

２ 県委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に対して意見を述べることができる。 

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する重要事項 

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する重要事項 

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する重要事項 

(4) 次条から第 15 条までの規定による総括安全衛生管理者への報告事項のうち、特に重要と認められ

る事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要

事項 

３ 県委員会は、委員長及び委員 16 人以内をもって組織する。 

４ 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は、主任安全衛生管理者、産業医、医学に関す

る学識経験を有する者、衛生管理者及び職員のうちから教育委員会が指名する。この場合において、



委員の半数は職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。 

５ 委員長は、会務を総理する。 

６ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。 

７ 県委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

８ 第３項から前項までに規定するもののほか、県委員会の組織及び運営に関し必要な事項は県委員会

が定める。 

９ 県委員会の庶務は、保健厚生課において行うものとする。 

 

（本庁安全衛生委員会） 

第 13 条 本庁に、本庁に勤務する職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、本庁安全衛

生委員会（以下この条において「本庁委員会」という。）を置く。 

２ 本庁委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理者に対して意見を述べるこ

とができる。 

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項 

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項 

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する事項

３ 本庁委員会は、委員長及び委員 12 人以内をもって組織する。 

４ 委員長は、主任安全衛生管理者をもって充て、委員は、産業医、医学に関する学識経験を有する者、

衛生管理者及び職員のうちから総括安全衛生管理者が指名する。この場合において、委員の半数は本

庁職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。 

５ 会議に付された事項等については、速やかに総括安全衛生管理者に報告するものとする。 

６ 前条第５項から第９項までの規定は、本庁委員会に準用する。 

 

（所属所安全衛生委員会） 

第 14 条 常時 50 人以上の職員が勤務する所属所に、当該所属所に勤務する職員の安全及び衛生に関す

る事項を調査審議するため、所属所安全衛生委員会（以下この条及び次条において「所属所委員会」

という。）を置く。 

２ 所属所委員会は、前条第２項各号に掲げる事項を調査審議し、総括安全衛生管理者に対して意見を

述べることができる。 

３ 所属所委員会は、委員長及び委員８人以内をもって組織する。 

４ 委員長は、主任安全衛生管理者をもって充て、委員は、産業医、衛生管理者及び職員のうちから所

属所の長が指名する。この場合において、委員の半数は当該所属所に勤務する職員の過半数を代表す

る者の推薦に基づき指名するものとする。 

５ 所属所の長は、所属所委員会を組織したときは、速やかに所属所安全衛生委員会設置報告書（様式

第３号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

６ 所属所の長は、会議に付された事項等について、速やかに所属所安全衛生委員会開催報告書（様式

第４号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

７ 第 12 条第５項から第８項までの規定は、所属所委員会に準用する。 

８ 所属所委員会の庶務は、当該所属所の庶務を担当する者が行うものとする。 

 

（意見の具申の機会の供与） 

第 15 条 所属所委員会が置かれていない所属所の長は、当該所属所に勤務する職員の安全及び衛生に

関する事項について職員の意見を聴き、協議するための機会を設けなければならない。 

２ 前項の場合において、当該所属所の長は、協議等の結果を速やかに協議結果報告書（様式第４号）



により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

 

 

   第３章 健康管理 

 

（健康診断の実施） 

第 16 条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断（以下「健康診断」という。）を実施しな

ければならない。 

 (1) 定期健康診断 

(2) 前号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断 

２ 健康診断の実施細目等については、総括安全衛生管理者が別に定める。 

 

（健康診断の周知等） 

第 17 条 所属長は、健康診断の実施について職員に周知するとともに、定められた期日又は期間中に

健康診断を受けさせなければならない。 

２ 所属長は、前項の健康診断を受けなかった職員に対して、早期に当該健康診断に相当する健康診断

を受けるよう指導しなければならない。 

 

（指導区分） 

第 18 条 職員の健康管理は、当該職員の健康状況に応じ、別表に定める指導区分に区分して行うもの

とする。 

 

（指導区分の決定） 

第 19 条 職員の指導区分は、産業医又は職員健康管理医（産業医又は職員健康管理医の置かれていな

い所属所にあっては、本庁の産業医とする。次条第１項及び第 21 条第２項において同じ。）が決定す

る。 

２ 前項の規定により指導区分を決定したときは、その結果を所属長に通知し、所属長は、速やかに当

該職員にその結果を通知するものとする。 

３ 所属長は、年度当初に職員の指導区分を指導区分報告書（様式第５号）により総括安全衛生管理者

に報告しなければならない。 

 

（指導区分の変更） 

第 20 条 職員の指導区分の変更は、産業医又は職員健康管理医が行うものとする。ただし、職員が療

養休暇から職務に復帰する場合（教育長が別に定める場合に限る。）及び復職する場合については、第

26 条の規定による長野県教職員健康審査会の意見を聴いて総括安全衛生管理者が行うものとする。 

２ 所属長は、職員から指導区分の変更の申出があった場合又は職員の健康管理上その指導区分を変更

する必要があると認められる場合は、指導区分変更申請書（様式第６号）に次の各号に掲げる資料を

添えて、産業医若しくは職員健康管理医又は総括安全衛生管理者に提出しなければならない。 

(1) 医師の診断書 

(2) 前号に掲げるもののほか、病状の経過を知ることができる資料 

３ 産業医若しくは職員健康管理医又は総括安全衛生管理者は、指導区分を変更したときは、その結果

を所属長に通知し、所属長は、速やかに当該職員にその結果を通知するものとする。 

４ 所属長は、産業医又は職員健康管理医が指導区分の変更を行ったものについて、その内容を指導区

分変更報告書（様式第５号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

 



（指導区分の変更の特例） 

第 21 条 30 日以上の療養休暇（分娩による休暇を除く。）を承認された職員は、指導区分を要療養に変

更されたものとみなす。 

２ 前項の職員（長野県教職員健康審査会による審査を受けた職員を除く。）が出勤したときは、産業医

又は職員健康管理医が当該職員の健康状態を判断し、指導区分を要軽業又は要注意に変更するものと

する。 

３ 前項の規定により指導区分を変更したときは、その結果を所属長に通知し、所属長は、速やかに当

該職員にその結果を通知するものとする。 

４ 所属長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を指導区分変更報告書（様式第５号）

により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

 

（事後措置） 

第 22 条 所属長は、第 18 条の規定による指導区分が要保護と決定された者（第２項及び第３項におい

て「要保護者」という。）に対し、別表に掲げる指導区分に応じ、同表に定める事後措置をとるものと

する。 

２ 所属長は、要保護者のうち指導区分が要療養又は要軽業とされた職員について、要保護措置状況報

告書（様式第７号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。この場合において、当該

職員が異動したときは、その旨を異動先の所属長に通知するものとする。 

３ 要保護者は、所属長の指示を遵守し、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければなら

ない。 

 

（療養等の措置報告） 

第 23 条 指導区分が要療養又は要軽業とされた職員は、１月ごとにその経過を療養等経過報告書（様

式第８号）により所属長に報告しなければならない。 

２ 所属長は、前項の報告書の提出を受けたときは、３月ごとにその経過の状況を療養等経過状況報告

書（様式第９号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

 

（長期療養休暇等の報告） 

第 24 条 所属長は、毎年３月 10 日までに、当該年度の職員の療養休暇等の状況を長期療養休暇等報告

書（様式第 10 号）により総括安全衛生管理者に報告しなければならない。 

 

（健康診断に関する記録の作成及び管理） 

第 25 条 所属長は、健康診断の結果を記録するため、職員健康診断票を作成しなければならない。 

２ 所属長は、健康診断の実施に当たり、職員健康診断票を職員に交付し、受診時に持参させなければ

ならない。 

３ 所属長は、第 19 条から第 21 条までの規定により指導区分の決定又は変更があったときは、当該職

員の職員健康診断票にその区分を記入しなければならない。 

４ 所属長は、職員健康診断票を保管するとともに、職員が異動したときは、その異動先の所属長に当

該職員の職員健康診断票を送付しなければならない。 

５ 所属長は、第 16 条第１項第１号の健康診断の結果については健康診断を実施した日（職員が退職

したときは退職した日）の属する年度の翌年度から起算して５年間、同項第２号の健康診断の結果に

ついては別に定める期間保存しなければならない。 

 

（長野県教職員健康審査会） 

第 26 条 職員の健康状態の判定、復職等の審査その他医学に関する専門的知識を要する事項の審議を



行うため、長野県教職員健康審査会を置く。 

２ この審査会の実施に関し必要な事項は、長野県教職員健康審査会要綱に定める。 

 

 

   第４章 健康の保持増進のための処置 

 

（職場環境） 

第 27 条 所属長は、安全かつ快適な職場環境の形成を図るため、安全面において配慮するとともに、

換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（健康教育及び元気回復事業） 

第 28 条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育、健康相談、元気回復事業その他職員の健康

の保持増進を図るために必要な措置を、継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。 

２ 職員は、前項の規定により実施される健康教育等を積極的に利用して、健康の保持増進に努めるも

のとする。 

 

 

   第５章 補 則 

 

（補則） 

第 29 条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が

定める。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 15 年４月１日から施行する。 

 

（訓令の廃止） 

２ 次に掲げる訓令は、廃止する。 

(1) 長野県教育委員会事務局等職員安全衛生管理規程（平成２年長野県教育委員会訓令第９号） 

(2) 長野県立学校職員安全衛生管理規程（平成４年長野県教育委員会訓令第４号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） （第 18 条関係、第 22 条関係） 

 

健　　康　　状　　態

勤務を休む必要があり、医 (1)　休暇又は休職等の方法で療養のため必

要療養 Ａ１ 師による直接の医療行為を 　要な期間勤務させないこと。

必要とする者 (2)　必要な医療を受けるよう指示すること。

(1)　勤務場所又は勤務の変更、休暇による

勤務に制限を加える必要が 　勤務時間の短縮等の方法で、勤務を軽減

Ｂ１ あり、医師による直接の医療 　すること。

行為を必要とする者 (2)　深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿

　日直勤務をさせないこと。

(3)　必要な医療を受けるよう指示すること。

要軽業 (1)　勤務場所又は勤務の変更、休暇による

　勤務時間の短縮等の方法で、勤務を軽減

勤務に制限を加える必要が 　すること。

Ｂ２ あり、定期的に医師の観察 (2)　深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿

指導を必要とする者 　日直勤務をさせないこと。

(3)　必要な検査、予防接種等を受けるよう指

　示すること。

勤務をほぼ正常に行ってよ (1)　超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を

いが、医師による直接の医 　させないか又はこれらの勤務を制限するこ

療行為を必要とする者 　と。

(2)　必要な医療を受けるよう指示すること。

要注意 (1)　超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務を

勤務をほぼ正常に行ってよ 　させないか又はこれらの勤務を制限するこ

Ｃ２ いが、定期的に医師の観察 　と。

指導を必要とする者 (2)　必要な検査、予防接種等を受けるよう指

　示すること。

全く平常の生活でよく、医師

Ｄ３ による医療行為を全く必要と

しない者

健　　康

指　導　区　分 事　　後　　措　　置

要

保

Ｃ１
護



（様式第１号）（第７条、第８条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

人

年　　　　月　　　　日

所 属 名

選 任 年 月 日

職 名

資 格 取 得 年 月 日

氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳

衛生管理者（衛生推進者）選任報告書

記

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第７条第３項（第８条第３項）の規定により、下

記のとおり報告します。

職 員 数

年　　　　月　　　　日



（様式第１号の２）（第8条の２関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

職 名

氏 名

　化 学 物 質 管 理 者 選 任 報 告 書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第８条の２第３項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

所 属 名

選 任 年 月 日 年　　　　月　　　　日



（様式第１号の３）（第8条の３関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

選 任 年 月 日 年　　　　月　　　　日

職 名

氏 名

保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 選 任 報 告 書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第８条の３第３項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

所 属 名



（様式第２号）（第９条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

人

作 業 区 分 労働安全衛生法施行令第６条　　　号に該当

作　業　主　任　者　選　任　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第９条第３項の規定により、下記のとおり報告

します。

記

所 属 名 作業従事数

資 格 取 得 種 別

資 格 取 得 年 月 日 年　　　　月　　　　日

作 業 設 備 の 概 要 等

選 任 年 月 日 年　　　　月　　　　日

職 名

氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳



（様式第２号）（第９条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

人

作 業 区 分 労働安全衛生法施行令第６条　　　号に該当

作　業　主　任　者　選　任　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第９条第３項の規定により、下記のとおり報告

します。

記

所 属 名 作業従事数

資 格 取 得 種 別

資 格 取 得 年 月 日 年　　　　月　　　　日

作 業 設 備 の 概 要 等

選 任 年 月 日 年　　　　月　　　　日

職 名

氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳



（様式第３号）（第１４条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

委 員 長

委 員

所属所安全衛生委員会設置報告書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第１４条第５項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

役 職 職 名 氏 名



（様式第４号）（第１４条、第１５条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

１　開催状況等

月 日 分 人

/

２　審議（協議）事項　（該当するもの全てに○を付けてください）
　(１)　委員会の運営全般に関する事項 　(５)　健康障害防止に関する事項

ア 委員会の年間計画、役割の確認 ア 長時間勤務の解消対策
イ 前年度のまとめ イ 長時間勤務による健康障害防止の
ウ 今年度のまとめ ための医師との面接指導の周知

ウ メンタルヘルス対策
　(２)　健康管理に関する事項 エ ストレスチェックの受検勧奨

ア 健康診断の実施計画、受診勧奨 オ ストレスチェック後の医師による
イ 健康診断の受診結果、事後措置の周知 面接指導の周知
ウ 感染症対策 カ ストレスチェック結果による職場環境改善

キ 化学物質（リスクアセスメント対象物）に関すること

　(３)　健康の保持増進に関する事項
ア 産業医又は職員健康管理医による 　(６)　その他

講話・指導 ア E-ACEプロジェクトの周知
イ 健康教育・衛生教育（アを除く） イ レクリエーションの企画、まとめ
ウ 健康相談の周知 ウ 職員アンケートの企画、まとめ

エ 「安全衛生委員会だより」等の発行
　(４)　職場環境に関する事項 オ その他（具体的に記入してください）

ア 職場巡視、安全点検
イ 寒さ、暑さ対策
ウ 禁煙対策
エ 休養室の活用
オ ハラスメント対策
カ 公務災害

３　審議（協議）内容（重点的に取り組んだ事項、改善された事項、課題等をご記入ください。また、
重点的な取組みに関する審議（協議）資料（又は周知用資料）等がある場合は、添付してください。）

所属所安全衛生委員会開催（協議結果）報告書

担当者職氏名

所 要 時 間 職 員 数

産業医又は職員健康管理医の出席 有 / 無

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第１４条第６項（第１５条第２項）の規定により、

下記のとおり報告します。

記

開 催 日 時

議事概要の周知方法 掲示 / 書面交付 / ネットワーク 議事録作成確認

出席委員数 / 委員総数



（様式第５号）（第１９条、第２０条、第２１条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

（注） 1 年度当初の報告は、指導区分が要保護の職員について全て記入してください。

２ 指導区分が要療養又は要軽業に変更となった職員については、要保護措置状況
報告書（様式第７号）も併せて提出してください。

指　導　区　分　（　変　更　）　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第１９条第３項（第２０条第４項、第２１条第４

項）の規定により、下記のとおり指導区分を報告します。

記

職 員 番 号 職 ・ 氏 名 指 導 区 分 要保護措置（変更）年月日



（様式第６号）（第２０条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

(注)本人からの申出の場合は、申出書を添付してください。

指　導　区　分　変　更　申　請　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２０条第２項の規定により、下記のとおり指

導区分の変更を申請します。

記

職 ・ 氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳

勤 務 の 内 容

通 勤 方 法 及 び 時 間

参 考 事 項

現 在 の 指 導 区 分 希 望 指 導 区 分

変 更 希 望 年 月 日 年　　　　月　　　　日

傷 病 名

傷病又は療養の経過



（様式第６号）（第２０条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

(注)本人からの申出の場合は、申出書を添付してください。

指　導　区　分　変　更　申　請　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２０条第２項の規定により、下記のとおり指

導区分の変更を申請します。

記

職 ・ 氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳

勤 務 の 内 容

通 勤 方 法 及 び 時 間

参 考 事 項

現 在 の 指 導 区 分 希 望 指 導 区 分

変 更 希 望 年 月 日 年　　　　月　　　　日

傷 病 名

傷病又は療養の経過



（様式第７号）（第２２条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

年　　　月　　　日　

要　保　護　措　置　状　況　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２２条第２項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

職 ・ 氏 名

生 年 月 日 年　　　月　　　日生　　 性 別 男 ・ 女

参 考 事 項

指 導 区 分 要保護措置年月日

傷 病 名

事

後

措

置

の

内

容

勤務 面 の 措 置

医療 面 の 措 置

通勤 等 の 措 置



（様式第８号）（第２３条関係）

年　　　月　　　日

所　属　長　　様

職・氏　名

　私の療養等の経過は、下記のとおりです。

参 考 事 項

療　養　等　経　過　報　告　書

記

現 在 の 症 状

勤 務 上 の 障 害

通 勤 上 の 障 害



（様式第９号）（第２３条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

年　　　月　　　日　

（注）必要に応じて療養等経過報告書（様式第８号）の写しを添付してください。

療　養　等　経　過　状　況　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２３条第２項の規定により、下記のとおり報

告します。

記

職 ・ 氏 名

生年月日・年齢 年　　　　月　　　　日生　　　　　　歳　　

現在の指導区分 要保護措置年月日

傷 病 名

療 養 等 の 経過

勤 務 等 の 状況



（様式第１０号）（第２４条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

(注) １ 療養休暇欄は、引き続き30日以上取得した療養休暇について記入してください。

２

氏 名 職 員 番 号

長　期　療　養　休　暇　等　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２４条の規定により、下記のとおり報告しま

す。

記

所 属 名 所 属 コ ー ド

療

養

休

暇

期 間 年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

傷 病 名

終了の事由
治 癒 ・ 経過観察 ・ 治療継続中 ・ 退 職 ・ 死 亡

そ の 他 （ ）

休

職

期 間 年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

傷 病 名

復 職 等 治 癒 ・ 経過観察 ・ 治療継続中 ・ 退 職 ・ 死 亡

の 事 由 そ の 他 （ ）

死

亡

年 月 日 年　　　　月　　　　日

原 因

療養休暇から引き続き休職となった場合又は療養休暇若しくは休職中に死亡した
場合は、該当項目を全て記入してください。



（様式第１０号）（第２４条関係）

第　　　号

年　　　月　　　日

総 括 安 全 衛 生 管 理 者　様

所　属　名

所　属　長

(注) １ 療養休暇欄は、引き続き30日以上取得した療養休暇について記入してください。

２

氏 名 職 員 番 号

長　期　療　養　休　暇　等　報　告　書

　長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第２４条の規定により、下記のとおり報告しま

す。

記

所 属 名 所 属 コ ー ド

療

養

休

暇

期 間 年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

傷 病 名

終了の事由
治 癒 ・ 経過観察 ・ 治療継続中 ・ 退 職 ・ 死 亡

そ の 他 （ ）

休

職

期 間 年　　　　月　　　　日　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

傷 病 名

復 職 等 治 癒 ・ 経過観察 ・ 治療継続中 ・ 退 職 ・ 死 亡

の 事 由 そ の 他 （ ）

死

亡

年 月 日 年　　　　月　　　　日

原 因

療養休暇から引き続き休職となった場合又は療養休暇若しくは休職中に死亡した
場合は、該当項目を全て記入してください。



 

 

長野県教育委員会職員健康情報等取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、長野県教育委員会において業務上知り得た健康情報等を、健康確保措置の実施又は安

全配慮義務の履行のために、適切に取り扱うことを目的とする。 

２ 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成

に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）第 69条第２項各号に該当する場合は、この限り

ではない。 

 

（健康情報等） 

第２条 健康情報等は、別表１のとおりとする。 

 

（健康情報等の取扱い） 

第３条 健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用（第三者提供を含む。）、加工、消

去までの一連の措置を指し、別表２のとおり定義する。 

 

（健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲） 

第４条 健康情報等を取り扱う者を、別表３のとおり区分する。 

２ 健康情報等を取り扱う責任者（以下「責任者」という。）は、総括安全衛生管理者（教育次長）とする。 

３ 健康情報等を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報等の範囲は、教育委員会事務局及び現地機関並

びに学校以外の教育機関にあっては別表４のとおりとし、県立学校にあっては別表５のとおりとする。 

４ 別表４又は別表５に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、

職員本人の同意を得るものとする。 

５ 健康情報等を取り扱う者は、職務を通じて知り得た職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。 

 

（健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法） 

第５条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的及び取扱方法を職員本人に通知又は公表

するものとする。ただし、公表していない場合であって情報を取得した場合には、速やかにその利用目的

等を職員本人に通知するものとする。 

２ 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表６のとおりとする。 

 

（健康情報等の適正管理の方法） 

第６条 利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めるものと

する。 

２ 健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を

講ずるものとする。  

（１）責任者は、健康情報等があらかじめ定めた方法に従って取り扱われていることを確認する。  

（２）第４条第１項に定められた者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。  

（３）健康情報等を含む文書（磁気媒体を含む。）は施錠できる場所への保管、記録機能を持つ媒体の持ち込

み・持ち出し制限等により情報の盗難・紛失等の防止の措置を講ずる。 

 



 

 

（４）健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、

アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、情報

の漏えい等の防止の措置を講ずる。 

３ 健康情報等は、法令又は長野県教育委員会公文書管理規程（昭和４７年教育委員会訓令第２号）に定め

る保存期間に従い保管する。利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努めるものとする。 

４ 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第４条第２項に定められた責任者へ報告する。また、被害

の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受け

る可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表などの必要な措置を講ずるものと

する。 

５ 健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じら

れるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

（健康情報等の開示、訂正等及び使用停止等） 

第７条 職員より当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合は、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報

等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で、権限を有する者が当該情報を開示する。

また、職員本人が識別される情報がないときは、その旨通知するものとする。 

２ 前項の場合において、開示することにより、職員本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益

を害するおそれがある場合や、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、開示請

求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合においては、遅滞なく職員本人に対

して、開示しない理由を付してその旨を通知するものとする。 

３ 職員本人より当該本人の健康情報等について訂正、追加、削除、使用停止（第三者への提供の停止を含

む。以下「訂正等」という。）の請求を受けた場合で、その請求が適正であると認められる場合には、訂正

等を行い、その内容を職員本人へ通知するものとする。 

４ 前項の場合において、訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤

りである指摘が正しくない場合、訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合には訂正は行わ

ないものとし、その場合には、遅滞なく職員本人に対して訂正等を行わない理由を付して、その旨を通知

するものとする。なお、評価に関する健康情報等に、評価の前提となっている事実も記載されており、そ

れに誤りがある場合においては、その限りにおいて訂正等を行うものとする。 

 

（健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い） 

第８条 あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、

個人情報保護法第 69条第２項各号に該当する場合はこの限りではない。 

２ 健康情報等を第三者に提供する場合は、記録を作成し、保存するものとする。 

 

（第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い） 

第９条 第三者から健康情報等（個人データ）の提供を受ける場合には、記録を作成し保存するものとする。 

 

（事業承継、組織変更に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項） 

第１０条 事業承継、組織変更に伴い、他の任命権者等から健康情報等を取得する場合は、安全管理措置を

講じた上で、適正な管理の下、健康管理情報を引き継ぐものとする。 

２ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「安衛法」という。）によらず取り扱う健康情報等を承継

前の利用目的を超えて取り扱う場合には、あらかじめ職員本人の同意を得るものとする。  

 



 

 

（健康情報等の取扱いに関する苦情の処理） 

第１１条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、保健厚生課が担当する。 

 

（職員への周知の方法） 

第１２条 この要綱は、通知等により職員に周知するものとする。 

 

（教育・啓発） 

第１３条 健康情報等の取扱いに関して、健康情報等を取り扱う者及びそれ以外の職員を対象に必要に応じ

て研修等を行うものとする。 

 

附  則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



 

 

別表１：健康情報等の具体的内容 

区分 

具体的内容 

安衛法根

拠規定 
教育委員会事務局（以下「事務局」とい

う。）、現地機関、県立学校以外の教育機

関 

県立学校 

健 

康 

診 

断 

等 

① 長野県教育委員会（以下、「県教委」

という。）が作業環境測定の結果の評価

に基づいて、職員の健康を保持するため

必要があると認めたときに実施した健

康診断の結果  

①－１ 上記の健康診断の受診・未受診

の情報 

② 県教委が実施した健康診断の結果並

びに職員から提出された健康診断の結

果（一般定期健診、特殊健診、自己受診

等）  

②－１ ②の健康診断を実施する際、県

教委が追加して行う健康診断による健

康診断の結果  

②－２ 上記の健康診断の受診・未受診

の情報 

③ 県教委が医師又は歯科医師から聴取

した意見及び県教委が講じた健康診断

実施後の措置の内容 

④ 県教委が実施した保健指導の内容  

④－１ 上記の保健指導の実施の有無 

① 県教委及び県立学校が作業環境測定

の結果の評価に基づいて、職員の健康

を保持するため必要があると認めたと

きに実施した健康診断の結果 

 

①－１ 上記の健康診断の受診・未受診

の情報 

② 県教委が実施した健康診断の結果

並びに職員から提出された健康診断

の結果 

（一般定期健診、特殊健診、自己受診等） 

②－１ ②の健康診断を実施する際、県

教委が追加して行う健康診断による健

康診断の結果  

②－２ 上記の健康診断の受診・未受診

の情報 

③ 県立学校が医師又は歯科医師から聴

取した意見及び県立学校が講じた健康

診断実施後の措置の内容 

④ 県立学校が実施した保健指導の内容 

④－１ 上記の保健指導の実施の有無 

①第65条の

２第第１項 

 

 

 

 

 

②第66条第

１～５項 

第66条の２ 

 

 

 

 

 

 

③第66条の

４、第 66条

の５第１項 

第66条の７ 

長
時
間
労
働
者
に
対
す
る 

医
師
面
接
指
導
等 

⑤ 県教委が実施した面接指導の結果及

び職員から提出された面接指導の結果  

 

⑤－１ 上記の職員からの面接指導の申

出の有無 

⑥ 県教委が医師から聴取した意見及び

県教委が講じた面接指導実施後の措置

の内容 

⑦ 県教委が実施した面接指導又は面接

指導に準ずる措置の結果 

 

⑤ 県立学校が実施した面接指導の結果

及び職員から提出された面接指導の結

果  

⑤－１ 上記の職員からの面接指導の申

出の有無 

⑥ 県立学校が医師から聴取した意見及

び県教委が講じた面接指導実施後の措

置の内容 

⑦ 県立学校が実施した面接指導又は面

接指導に準ずる措置の結果 

 

⑤第66条の

８ 第 １ 項

（第66条の

8 の 2 第 1

項、第 66条

の８の４第

１項) 

⑥第66条の

８ 第 ４ 項

（第66条の

8 の 2 第 2

項、第 66条

の 8 の 4 第

2項） 

⑦第66条の

９ 



 

 

区分 

具体的内容 

安衛法根

拠規定 
教育委員会事務局（以下「事務局」とい

う。）、現地機関、県立学校以外の教育機

関 

県立学校 

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク 

⑧ 県教委が実施した心理的な負担の程

度を把握するための検査（以下「スト

レスチェック」という。）の結果 

⑨ 県教委が実施した面接指導の結果  

⑨－１ 上記の職員からの面接指導の申

出の有無 

⑩ 県教委が医師から聴取した意見及び

県教委が講じた面接指導実施後の措置

の内容 

⑧ 県教委が実施した心理的な負担の程

度を把握するための検査（以下「スト

レスチェック」という。）の結果 

⑨ 県教委が実施した面接指導の結果  

⑨－１ 上記の職員からの面接指導の申

出の有無 

⑩ 県教委が医師から聴取した意見及び

県立学校が講じた面接指導実施後の措

置の内容 

第 66 条の

10第１項 

第 66 条の

10第３項 

第 66 条の

10 第５項、

第６項 

そ 

の 

他 

⑪ 健康保持増進措置を通じて県教委が

取得した健康測定の結果、健康指導の内

容等 

⑫ 職員の公務災害補償等に関する情報 

⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医

師の意見書 

⑭ 通院状況等疾病管理のための情報 

⑮ 健康相談の実施の有無 

⑯ 健康相談の結果 

⑰ 職場復帰のための面談の結果 

⑱ （上記のほか）産業保健業務従事者

が職員の健康管理等を通じて得た情報 

⑲ 任意に職員から提供された本人の病

歴、健康に関する情報 

⑪ 健康保持増進措置を通じて県立学校

が取得した健康測定の結果、健康指導

の内容等 

⑫ 職員の公務災害補償等に関する情報 

⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医

師の意見書 

⑭ 通院状況等疾病管理のための情報 

⑮ 健康相談の実施の有無 

⑯ 健康相談の結果 

⑰ 職場復帰のための面談の結果 

⑱ （上記のほか）産業保健業務従事者

が職員の健康管理等を通じて得た情報 

⑲ 任意に職員から提供された本人の病

歴、健康に関する情報 

第69条第１

項 

 

 

 

 

別表２：健康情報等の取扱いに関する定義 

方法の種類 具体的内容 

収集 健康情報等を入手すること 

保管 入手した健康情報等を保管すること 

使用 健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を（閲覧を含めて）活用するこ

と、また第三者に提供すること 

加工 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成

に必要な範囲内で使用されるように変換すること。（例えば、健康診断の結果等をその

まま提供するのではなく、所見の有無や検査結果を踏まえ、医師の意見として置き換え

ることなど。） 

消去 収集、保管、使用、加工した情報を削除するなどして使えないようにすること 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表３：健康情報等を取り扱う者の分類 

健康情報等を取り扱う者 

具体的内容 

表記 
教育委員会事務局（以下

「事務局」という。）、現

地機関、学校以外の教育

機関 

県立学校 

人事に関して直接の権限を

持つ監督的地位にある者 

教育長、教育次長、事務

局人事主管課長 

教育長、教育次長、事務

局人事主管課長 
担当ア 

管理監督者等 所属長、課長補佐 
校長、教頭、副校長、事務

長 
担当イ 

産業保健業務従事者 
産業医、保健師、衛生管

理者、衛生推進者、 

産業医、職員健康管理医 

担当ウ 

担当 

ウー１ 

衛生管理者、衛生推進者 
担当 

ウー２ 

上記以外で健康情報等を取

り扱う者 

所属の健康管理担当者、

保健厚生課福利係に属す

る職員 

所属の健診担当者 担当エ 

人事部門の事務担当者 
事務局人事主管課の人事

担当者 

事務局人事主管課の人事

担当者 
担当オ 

 

別表４：健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲（事務局、現地機関、 

学校以外の教育機関） 

健康情報等の種類 

取り扱う者及びその権限 

担
当
ア 

担
当
イ 

担
当
ウ 

担
当
エ 

担
当
オ 

① 県教委が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持
するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果 

△ △ 〇 × △ 

①－１ 上記の健康診断の受診・未受診の情報 △ 〇 〇 △ △ 

② 県教委が実施した健康診断の結果並びに職員から提出された健康診
断の結果 

△ △ 〇 × △ 

②－１ ②の健康診断を実施する際、県教委が追加して行う健康診断に
よる健康診断の結果  

△ △ 〇 × △ 

②－２ 上記の健康診断の受診・未受診の情報 △ 〇 〇 △ △ 

③ 県教委が医師又は歯科医師から聴取した意見及び県教委が講じた健
康診断実施後の措置の内容 

△ 〇 〇 × △ 

④ 県教委が実施した保健指導の内容 △ △ 〇 × △ 

④－１ 上記の保健指導の実施の有無 △ 〇 〇 × △ 

⑤ 県教委が実施した面接指導の結果及び同条第２項の規定に基づき職
員から提出された面接指導の結果  

△ △ 〇 × △ 

⑤－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無 △ 〇 〇 × △ 

⑥ 県教委が医師から聴取した意見及び県教委が講じた面接指導実施後
の措置の内容 

△ 〇 〇 × △ 

⑦ 県教委が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 △ 〇 〇 × △ 

⑧ 県教委が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査（以下
「ストレスチェック」という。）の結果 

△ △ 〇 × × 



 

 

健康情報等の種類 

取り扱う者及びその権限 

担
当
ア 

担
当
イ 

担
当
ウ 

担
当
エ 

担
当
オ 

⑨ 県教委が実施した面接指導の結果  △ △ 〇 × × 

⑨－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無 △ 〇 〇 × × 

⑩ 県教委が医師から聴取した意見及び県教委が講じた面接指導実施後
の措置の内容 

△ 〇 〇 × △ 

⑪ 健康保持増進措置を通じて県教委が取得した健康測定の結果、健康
指導の内容等 

△ △ 〇 × △ 

⑫ 職員の公務災害補償等に関する健康情報 △ △ △ × △ 

⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 △ △ 〇 × △ 

⑭ 通院状況等疾病管理のための情報 △ △ 〇 × △ 

⑮ 健康相談の実施の有無 △ △ 〇 × △ 

⑯ 健康相談の結果 △ △ 〇 × △ 

⑰ 職場復帰のための面談の結果 △ △ 〇 × △ 

⑱ （上記のほか）産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得
た情報 

△ △ 〇 × △ 

⑲ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 △ △ 〇 △ △ 

※◯：情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。 
※△：情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施する 
ために必要な情報が的確に伝達されるよう、担当ウが集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を 
取り扱う。 

※×：取り扱うことはできない。 

 

別表５：健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲（県立学校） 

健康情報等の種類 

取り扱う者及びその権限 

担
当
ア 

担
当
イ 

担
当
ウ―

１ 

担
当
ウ
ー
２ 

担
当
エ 

担
当
オ 

① 県教委及び県立学校が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員
の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の
結果 

△ △ 〇 〇 〇 
 

△ 

①－１ 上記の健康診断の受診・未受診の情報 △ 〇 〇 △ △ △ 

② 県教委が実施した健康診断の結果並びに職員から提出された健康診
断の結果 

△ △ 〇 〇 〇 △ 

②－１ ②の健康診断を実施する際、県教委が追加して行う健康診断に
よる健康診断の結果  

△ △ 〇 △ △ △ 

②－２ 上記の健康診断の受診・未受診の情報 △ 〇 〇 △ △ △ 

③ 県立学校が医師又は歯科医師から聴取した意見及び県立学校が講じ
た健康診断実施後の措置の内容 

△ 〇 〇 △ △ △ 

④ 県立学校が実施した保健指導の内容 △ △ 〇 △ △ △ 

④－１ 上記の保健指導の実施の有無 △ 〇 〇 △ △ △ 

⑤ 県立学校が実施した面接指導の結果及び同条第２項の規定に基づき
職員から提出された面接指導の結果  

△ △ 〇 △ △ 
△ 

⑤－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無 △ 〇 〇 △ △ △ 

⑥ 県立学校が医師から聴取した意見及び県教委が講じた面接指導実施
後の措置の内容 

△ 〇 〇 △ △ △ 

⑦ 県立学校が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果 △ 〇 〇 △ △ △ 

⑧ 県教委が実施した心理的な負担の程度を把握するための検査（以下
「ストレスチェック」という。）の結果 

△ 〇 △ × × × 



 

 

△ 

健康情報等の種類 

取り扱う者及びその権限 

担
当
ア 

担
当
イ 

担
当
ウ―
１ 

担
当
ウ
ー
２ 

担
当
エ 

担
当
オ 

⑨ 県教委が実施した面接指導の結果  △ 〇 △ × × × 

⑨－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無 △ 〇 △ × × × 

⑩ 県教委が医師から聴取した意見及び県立学校が講じた面接指導実施
後の措置の内容 

△ 〇 △ × × △ 

⑪ 健康保持増進措置を通じて県立学校が取得した健康測定の結果、健
康指導の内容等 

△ △ 〇 〇 〇 
△ 

⑫ 職員の公務災害補償等に関する情報 △ △ △ × × △ 

⑬ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 △ 〇 △ × × △ 

⑭ 通院状況等疾病管理のための情報 △ 〇 △ × × △ 

⑮ 健康相談の実施の有無 △ 〇 △ △  △ 

⑯ 健康相談の結果 △ 〇 △ △ △ △ 

⑰ 職場復帰のための面談の結果 △ 〇 △ × × △ 

⑱ （上記のほか）産業保健業務従事者等が職員の健康管理等を通じて
得た情報 

△ 〇 〇 △ △ △ 

⑲ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報 △ 〇 〇 △ △ △ 

※◯：情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。 
※△：情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施する 
ために必要な情報が的確に伝達されるよう、担当イ及びウ－１が集約・整理・解釈するなど適切に加工 
した情報を取り扱う。 

※×：取り扱うことはできない。 

 

 

別表６：健康情報等の分類と同意取得の有無・方法 

① 法令に基づき、収集する情報 職員本人の同意を得ずに収集することができる。 

② 法令で定められていない項目に 

ついて収集する情報 

適切な方法により職員本人の同意を得ることで収集すること

ができる。 

本取扱要綱に定めている情報に関しては、本取扱要綱が、職

員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され、職

員本人が本取扱要綱に規定されている健康情報等を本人の意思

に基づき提出したことをもって、当該健康情報の取扱いに関す

る職員本人からの同意の意思が示されたものと解する。 
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⻑野県教育委員会教職員「心の健康づくり計画」（令和 7 年度〜令和 10 年度） 

 
令和 7 年３月改定 

保健厚生課 
Ⅰ 計画の位置づけ（法的根拠） 
  厚生労働省は労働安全衛生法第 70 条の２第 1 項の規定に基づき、「労働者の心の健康の保持増

進のための指針」（メンタルヘルス指針、平成 18 年３月策定、平成 27 年 11 月 30 日改正）を定
め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しており、本計画はこの指針に基づき策定されてい
ます。 

また、⻑野県教育委員会においては、⻑野県教育委員会職員安全衛生管理規程第 28 条第 1 項に
おいて「総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進を図るために必要な措置を、継続的かつ
計画的に講ずるよう努めなければならない」とし、同条第 2 項においては「職員は、前項の規定
により実施される健康教育等を積極的に利用して、健康の保持増進に努めるものとする」と定め
ています。 

なお、本計画は⻑野県教育委員会が定める「第 4 次⻑野県教育振興基本計画」における⻑野県
教育委員会教職員の心の健康づくりを推進するための計画とします。 

 
Ⅱ 計画改定の背景について 

 ⻑野県教育委員会は平成 22 年度（2015 年度）に「心の健康づくり計画」を策定し、⻑野県教
育委員会教職員のメンタルヘルス対策に取り組んできました。その後、労働安全衛生法の改正に
より、50 人以上の職場でのストレスチェック制度の導入（実施義務）により集団分析結果に基づ
く職場環境改善の取組（努力義務）が行われるようになり、平成 27 年度（2015 年度）に計画を
改定しました。 

その後、本計画において大きな改定は行っていなかったが、令和 2 年度以降、新型コロナウイ
ルス感染症が流行し、学校活動の変化（オンライン授業や学校行事への対応、消毒や健康観察な
ど感染対策業務の増加等）により教職員の業務が増加しました。令和 5 年度には新型コロナ感染
症の感染症法上の位置づけが第 5 類感染症へと引き下げられ、学校活動も感染前の状態に戻る中、
新型コロナ感染症により影響をうけた児童・生徒への対応も多くなり、教職員の働き方は以前よ
り複雑かつ多忙化していると考えられます。 
 そのような時代背景の中で、令和 5 年度には⻑期療養休暇者及び休職者のうち、精神神経系疾
患の割合が過去最多となり、今までのメンタルヘルス対策の取組成果や課題を整理し、新たに目
標を示し、達成に向けて改めて取組の方向性を示すことが必要であるため、令和 7 年度から取り
組む「⻑野県教育委員会『心の健康づくり計画』」をここに改定します。 

 
Ⅲ 計画の期間 

第４次⻑野県教育振興基本計画の計画期間を踏まえ、令和 7 年 4 月から令和 11 年３月までの
４年間を計画期間とし、次回以降は原則として 5 年ごとに見直します。 

また、教職員の働き方改革や心の健康づくりに関する国の方向性も勘案し、必要に応じて計画
を見直します。 
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Ⅳ 目指す姿と基本方針 

第 4 次⻑野県教育振興基本計画第３編第２政策の柱１の４に掲げる「教職員の健康教育等の研
修会、健康相談等を充実することにより、自らの心身の健康の保持増進を図るとともに、安全か
つ快適な職場環境を形成」に向け、基本方針を効果的に推進することで、教職員の心の健康の保
持増進を推進します。 

目指す姿 

教職員のやりがいと一人ひとりのゆとりを大切にできる職場づくり 

基本方針 

１ メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」 
２ メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う「二次予防」 
３ メンタルヘルス不調となった教職員の職場復帰の支援等を行う「三次予防」 
４ メンタルヘルスケアの４つの柱の推進 
 

Ⅴ 推進体制 
教職員の心の健康状態に配慮し、メンタルヘルス対策を効果的に実施するためには、組織トッ

プのリーダーシップの下で、教職員、総括安全衛生管理者、管理監督者、産業保健スタッフ等が、
安全衛生委員会等の活動と緊密に連携し、心の健康づくりに向けてそれぞれの役割を果たすこと
が求められています。 
１ 教職員 

全ての教職員（管理監督者を含む。）は、自身が安定した気持ちで仕事に取り組めるようにす
るため、心身の健康の保持増進に努めるとともに、自らのストレスや心の健康状態について正
しく認識できるようにします。自らのストレスを予防・軽減するために、ストレスに対処する
ための知識や方法を身に付け、必要に応じて健康相談を利用します。また、日頃から同僚等周
囲と良好な人間関係を保つように努力します。 

特に、休職中の教職員は、主治医、産業医又は健康管理医（以下「産業医等」という。）、保健
師、管理監督者及び人事労務部門と相談しながら、復職支援のための面接指導や職場復帰支援
プランを踏まえて円滑な職場復帰を目指します。 

２ 総括安全衛生管理者 
総括安全衛生管理者は、職場における職員の健康を確保する責務（安全配慮義務）を認識す

るとともに、教職員一人ひとりがメンタルヘルス不調を来さないよう、ストレスチェックの実
施やその結果の集団分析・職場環境改善も含めた教職員の心の健康づくりを推進するため、教
職員及び管理監督者に対して職員の心の健康づくりの方針を明示し、必要な環境及び体制の整
備に努めます。 

３ 主任安全衛生管理者 
主任安全衛生管理者は、職場における教職員の心の健康づくりを推進する上でリーダーシッ

プを発揮し、教職員の状況や個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を
図ることができる立場にあります。 

したがって、心の健康づくりに関する正しい知識及び心の健康問題に対する適切な対応方法
を身に付けることが求められます。また、職場環境の改善、教職員からの相談対応など、産業保 
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健スタッフ等と連携し、教職員のセルフケアへの支援に取り組むとともに、教職員のメンタル
ヘルス不調の状態に早期に気付き、迅速に対応するよう努めます。 

４ 産業保健スタッフ等 
産業医等は、職場環境の維持管理、健康相談、職場復帰及び職場適応の支援など職員の健康

の保持増進を図るため、助言・指導及び勧告を行います。 
衛生管理者、衛生推進者、健康管理担当者等は、産業医等の助言・指導等を踏まえ、管理監督

者と協力して教育研修の企画・実施、職場環境等の把握及び改善等を行い、職場における心の
健康づくりを推進します。 

また、日頃業務を行う中で、心の健康に関する課題等を主任安全衛生管理者と共有するとと
もに、セルフケアが効果的に実施されるよう、教職員を支援します。 

５ その他の関係職種 
（１）保健厚生課保健師 

保健厚生課保健師は、教職員の心の健康の保持増進及び心の健康問題の発生を予防するた
めの、教育研修の企画及び実施、職場環境等の評価及び改善を行います。さらに、メンタルヘ
ルス対策の企画立案等中心的な役割を果たし、職場における心の健康づくりを積極的に促進
します。 

また、メンタルヘルスに関する相談対応、予防指導、職場復帰及び職場適応の支援、精神保
健教育、保健指導の実施など、教職員及び管理監督者に対する支援を行います。特にライン
ケアが効果的に実施できるよう支援します。 

（２）人事労務部門 
管理監督者だけでは解決できない職場配置、人事異動や、勤務時間等の改善及び適正配置

について配慮します。 
 
Ⅵ 教職員を取り巻くメンタルヘルスの現状と課題 

⻑野県の教職員のうち精神神経系疾患による⻑期療養休暇者（30 日を超えて療養休暇を取得し
た者をいう。以下同じ。）及び休職者数は、平成 30 年度に 67 人となった以降減少傾向でしたが、
令和４年度は前年度から 13 人増加して 68 人の過去最多となりました。（図 1） 

  また、精神神経系疾患による⻑期療養休暇者及び休職者は、病気休暇者全体の半数以上を占め
ており、令和元年度に 55.7％と多くなりその後減少しましたが、令和４年度は 61.8％で割合が最
も高くなりました。（図 2）（数値は、保健厚生課独自集計によるもの） 
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令和 5 年度に実施した「精神神経系疾患による⻑期療養休暇者及び休職者の状況調査」（以下
「状況調査」という。）の結果（回答率 57.5％）から、精神神経系疾患により 30 日以上療養休暇・
病気休職者である調査対象者の教職員数全体に占める割合をみたとき、年代では 20 歳代が 0.85％
と最も多く、校種では特別支援学校が 0.76％と最も多い状況でした（全体平均 0.47％）。勤続年数
を見ると、高等学校は 2〜５年目、特別支援学校は 2〜５年目・16〜20 年目、事務局等は 6〜10
年目*1）が多く、現所属に着任後（新規採用・異動）、⻑期療養休暇及び休職に⾄った期間では、3
か月〜6 か月未満が最も多く、回答者の 50.8%が現所属に着任後 1 年未満で⻑期療養等となって
おり、新規採用や異動後の職員への配慮が必要な状況です。 

*1）知事部局との通算年数 
⻑期療養休暇等に⾄った要因では、「仕事がこなしきれなかった」「時間外在校等時間（時間外

勤務）が多い」が最も多く、次いで「授業（業務）に以外に関すること」「授業（業務）に関する
こと」と業務量の多さが上位でした。また主たる原因では、「仕事がこなしきれなかった」が最も
多く、次いで「職場内の人間関係（同僚）」が多くあがりました。 

仕事をするうえで知っておいた方が良いメンタルヘルスに関する知識や技術について、「ストレ
スへの気づき」「ストレス対処法」「相談窓口に関すること」「仕事に関すること」が多くあげられ、
セルフケアについての知識と対応技術の習得が必要となっています。 

また、周囲（上司、同僚、家族等）に求める支援として、「職場内の相談対応」「職場外の相談対
応」「業務に関する支援」「業務体制」「働き方改革」など多岐にわたる支援が求められています。 

令和 5 年度に精神神経系疾患による⻑期療養休暇者及び休職者の転帰をみると、県教委教職員
全体（58 人）のうち 36 人（62.1％）が復職し、12 人（20.7％）が⻑期療養等を継続、退職が 10
人（17.2％）でした。（図３） 
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ストレスチェック集団分析項目からみた「働きがい」については、全国平均 2.8 点に比べ、⻑野

県教育委員会は 3.1〜3.2 点と高い傾向であり、やりがいを感じながら仕事に取組めている様子が
うかがえました。一方で、令和４年度以降 3.1 点と若干の低下が続いています。（図４） 

 
    
      
  
 
 
 
 
 

また、健康調査（問診）の結果からみた「日常生活に時間的、精神的なゆとりを感じますか。」
という設問では、平成 28 年度からの推移をみると、コロナ禍の令和 2 年度で「適度にある」13.7％、
「少しある」30.1％で最もゆとりを感じていました。その後「あまりない」と「全くない」が増加
し、令和 5 年度で「適度にある」「少しある」が 36.5％、「あまりない」「全くない」が 63.5％と 6
割となりました。（図５） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅶ メンタルヘルス対策が円滑に行われるための具体的な取組 

 「労働者の心の健康の保持増進のための指針について（平成 18 年３月 31 日策定、平成 27 年
11 月 30 日改正）」に基づき、教職員、管理監督者、産業保健スタッフ等、人事労務部門がそれぞ
れの役割を果たしながら、次に掲げる４つのケア（セルフケア、ラインケア、産業保健スタッフ等
によるケア、職場外資源によるケア）を効果的に推進しつつ、メンタルヘルス不調を未然に防止
する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う「二次予防」及びメンタ
ルヘルス不調となった職員の職場復帰の支援等を行う「三次予防」が円滑に行われる必要がある
ことから、次に掲げる具体的な取組を実施します。 
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＜４つのケアとは＞ 

１ セルフケア 
教職員自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレ
スを予防、軽減するあるいはこれに対処するケア 

２ ラインケア 
教職員と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環
境等の改善や教職員に対する相談対応を行うケア 

３ 
産業保健スタッフ
等によるケア 

産業医等産業保健スタッフ等が、職場の心の健康づくり対策の提
言を行うとともに、その推進を担い、また、教職員を支援するケア 

４ 
職場外資源による
ケア 

職場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けるケア 

 
１ セルフケア 

＜一次予防：心の健康の保持増進とメンタルヘルス不調の未然防止＞ 
（１）ストレス状態の把握 

ア 教職員が自らのストレスを把握できるよう、年１回以上のストレスチェックを実施し、
自身のストレスへの気づきを促します。また個人の結果にあった、セルフケアの方法（睡
眠や健康相談窓口等）を示すことでセルフケアの充実によるメンタルヘルス不調の未然防
止を図ります。 

【現状と目標値】 
    ストレスチェック受検率 

 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
受検率（第 1 回の受検率で評価） 73.5％ 75.9％ 75.0％ 増加 

イ ストレスチェック結果に基づく医師面接指導対象者は、精神科医師による、より専門的
な対応法について助言指導を受け、不調の未然防止を図ります。また、必要に応じ就業上
の措置への意見をいただきます。 

 【現状と目標値】 
  高ストレス者と医師面接指導対象者及び実施者数 

 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
① 高ストレス者数 

（受検者に占める割合） 
579 人

（11.3％） 
668 人

（12.5％） 
661 人 

（12.6％） 
減少 

② 医師面接指導対象者数 100 人 107 人 147 人 減少 
③ 医師面接指導実施者数 2 人 2 人 2 人 増加 
※①②第 1 回の結果、③第１回、第２回の実施者数 

（２）⻑時間勤務によるメンタルヘルス不調の予防 
時間外勤務時間が 1 か月当たり 100 時間以上、または 2〜6 か月平均で 80 時間以上、1

か月当たり 80 時間を超えた教職員は積極的に申出を行い、産業医等による面接指導を受け
ます。また、産業医が勤務状況や体調面等を確認した結果、面接指導が必要とされた場合に
は、面接指導を受け、メンタルヘルス不調の未然防止に努めます。 
【現状と目標値】 

医師による面接指導実施者数 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
医師による面接指導実施者数 90 人 90 人 58 人 減少 

※令和 6 年度については、令和 7 年２月実績分  
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（３）職員研修及び情報提供の活用 

ア 令和５年度の状況調査結果から、特に⻑期療養休暇等になりやすい 20 歳代や特別支援学
校教職員、採用 3・10・25 年目、異動後の教職員はを対象とした「ライフステージ別メン
タルヘルス研修会」を受講し、メンタルヘルスの基礎知識やストレス対処法などを習得し
ます。 

【現状と目標値】 
研修会参加者数及び対象職員に対する参加率 

 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 

3 年目 
206 人 

（56.3％） 
118 人 

（63.4％） 
101 人 

（59.1％） 
増加 

15 年目及び 25 年目 
（令和 6 年度からは 10 年目、20 年目） 

85 人 
（53.8％） 

81 人 
（58.7％） 

155 人
（55.2％） 

増加 

イ 保健厚生課が発行する「職員安全衛生ニュース」を活用し、その時期にあったメンタル
ヘルスに関する正しい知識を習得します。 

【現状と目標値】 
  職員安全衛生ニュースの発行回数／年 

 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
職員安全衛生ニュース発行回数 5 回 ４回 ４回 維持 

 
＜二次予防：メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応＞ 
（１）自発的な相談体制の活用 

職場内外の相談窓口に関する情報を研修会の機会や職員ポータルサイト等を活用し、自ら
のメンタル不調の早期発見に努めます。また、公立学校共済組合⻑野支部等が開設している
各種相談窓口に相談した相談内容は所属等に報告されないこと、相談は匿名で受けられるな
どプライバシーに十分配慮されていること、管理監督者や家族からの相談も可能であること
を理解し活用します。 

また、管理監督者は役職柄難しい対応も求められているため、管理監督者自身がメンタル
ヘルスに関する相談ができる専用窓口を活用します。 
【現状と目標値】 

  公立学校共済組合（本部及び⻑野支部）相談事業実績（共済加入者全体） 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 目標値 
教職電話健康相談 24（メンタル分） 39 件 23 件 21 件 増加 
メンタルヘルス相談（面接） 77 件 93 件 110 件 増加 
メンタルヘルス相談（電話） 202 件 352 件 290 件 増加 
Web 相談（こころの相談） ８件 13 件 8 件 増加 
LINE によるメンタルヘルス相談 ― ― 9 件 増加 
直営病院によるメンタルヘルス相談 ７件 ７件 29 件 増加 

※公立学校共済組合の実績は他事業実績の 1 年度前の結果で評価  
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【現状と目標値】 

  管理監督者専用メンタルヘルス相談窓口（知事部局、企業局、教育委員会の三者で実施） 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
カウンセルリング相談 1 件 9 件 11 件 増加 
精神科医師による相談 1 件 4 件 7 件 増加 

    注）三者所属ごとでの実績は出していません ※令和 6 年度については、2 月末日実績 
（２）自己のメンタルヘルス不調への意識の向上 

ストレスチェック以外でも教職員が早期に自らのメンタルヘルス不調に気付くために、公
立学校共済組合の「心のセルフチェックシステム」や厚生労働省の「こころの耳５分ででき
る職場のストレスセルフチェック」等を活用し、教職員自らが各種相談窓口を利用します。 

 
＜三次予防：職場復帰・再発防止＞ 
（１）休職中における医療機関の受診、定期的な職場への報告の勧奨 

休職者は療養に専念するとともにセルフケアに努めます。また、管理監督者と定期的に面
談を実施することにより、円滑な職場復帰を目指すために、再発防止に係る支援を受けます。 

（２）職場復帰の準備と職場復帰訓練の実施 
状態が回復し、職場復帰意欲が出てきたら、管理監督者と職場復帰について相談します。 
その際、円滑な職場復帰と再発防止を図るため、主治医と相談しながら進めます。また、必

要に応じ、管理監督者に受診同行してもらい、復職の準備について相談します。 
  休職から職場復帰までの流れ（休職期間の目安、休職期間満了日、職場への報告など、今後

のやり取り等）を記載した「職場復帰支援プログラム」を管理監督者と相談しながら作成し、
保健厚生課保健師等と連携して職場復帰訓練を行います。 
【現状と目標値】 

  職場復帰訓練事業の実績及び復職者数 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
集団リハビリテーション参加者数 ４人 １人 ０人 維持 
職場リハビリテーション参加者数 4 人 ２人 0 人 維持 
職場復帰訓練からの復職者数 2 人 ３人 0 人 維持 

（３）職場復帰後の継続的な治療、再発防止 
職場復帰後の教職員は必要な治療を継続するとともに、管理監督者と定期的に面談を実施

し、再発予防に努めます。 
また、必要に応じて保健厚生課保健師の面接指導を受けます。 

 
２ ラインケア 

＜一次予防：心の健康の保持増進とメンタルヘルス不調の未然防止＞ 
（１）管理監督者の基本的な知識の習得、相談対応技能のスキルアップ 

管理監督者は、教職員をメンタルヘルス研修会に積極的に参加させ、メンタルヘルスに関
する正しい知識や対処等の習得を支援します。 

また、管理監督者自身も、必要なメンタルヘルスに関する基礎知識、コミュニケーション
スキルや相談対応、復職支援などラインケアに関する知識の習得のための「管理監督者メン
タルヘルス研修会」等に参加し、最新の基礎知識や対処方法等の必要なスキルの習得を図る 
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ことで、教職員の勤務状況や健康状態等を普段から把握し、教職員の心の健康状態の変化を
見逃さないよう努めます。 
【現状と目標値】 

  管理監督者メンタルヘルス研修会の参加状況 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
研修会参加者数 96 人 89 人 106 人 増加 
研修会参加率 80.0％ 73.0％ 89.8％ 増加 

（２）⻑時間勤務者の把握と産業医等の面接指導の実施等 
管理監督者は、⻑時間勤務が教職員の健康に与える影響を考慮し、⻑時間勤務の縮減を図

るとともに、⻑時間勤務を行った教職員に対し、産業医等による面接指導等を受けられるよ
う配慮します。 

また、⻑時間勤務の実態を踏まえ、職場内の勤務状況やストレスチェックの集団分析結果
を活用した職場環境改善の一環として勤務体制の見直し等を行い、⻑時間勤務の縮減に                                                                                        
向けて職場単位で取り組みます。 
【現状と目標値】 

  ⻑時間勤務による健康障害防止のための医師による面接指導実施状況 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
医師面接実施者数 
（実施所属数） 

90 人 
（19 所属） 

90 人 
（19 所属） 

58 人 
（12 所属） 

減少 

※令和 6 年度については、令和 7 年２月実績分  
（３）ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善等 

管理監督者は、教職員が安心してストレスチェックを受検できるよう配慮するとともに、
職場ごとに集団分析した結果について、「職場のメンタルヘルス推進研修会」を通してより理
解を深めるとともに、働きやすい職場づくりを行うために所属所安全衛生委員会等を活用し、
必要な職場環境改善に取り組みます。 

なお、集団分析結果の取扱いには十分に留意する必要があるため、その共有範囲等につい
ては、あらかじめ所属所安全衛生委員会等において審議・決定しておきます。 

また、ストレスチェックの結果、医師面接指導が必要と判定された教職員について、保健
厚生課保健師と連携して地域の精神科医師による面談実施等について配慮します。 
【現状と目標値】 

  職場のメンタルヘルス推進研修会参加者数 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
研修会参加者数 84 人 63 人 76 人 増加 

【現状と目標値】 
  職場環境改善取組所属数 

 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
職場環境改善報告書提出所属数 45 所属 104 所属 全所属 全所属 

【現状と目標値】 
ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導実施者数 

   令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
医師面接実施者数 ２人 2 人 2 人 増加 
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＜二次予防：メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応＞ 
（１）教職員の健康状態の把握 

管理監督者は、教職員が相談しやすい環境や雰囲気を整え、日常的に職員からの自発的な
相談に対応するよう努めます。 

また、⻑時間勤務等により過労状態にある教職員や強度の心理的負荷を伴う業務を経験し
た教職員、職場内でハラスメントによるメンタル不調が疑われる教職員等、個別相談が必要
と思われる教職員には管理監督者より積極的に声かけを行います。 

（２）不調者の早期発見と対応 
「いつもと違う」様子を感じた教職員に対し、管理監督者は積極的に声かけをして傾聴し、

悩みに合った相談窓口を周知します。また必要に応じて産業保健スタッフ等への相談、医療
機関の受診を勧奨します。その場合、管理監督者自らが産業保健スタッフ等に相談に行くこ
とも検討します。 

 
＜三次予防：職場復帰・再発防止＞ 
（１）職場復帰支援プログラムの作成及び教職員と産業医等との面談の実施 

メンタルヘルス不調により教職員が休職した場合、管理監督者は教職員が休職中に安心し
て療養に専念できるよう配慮します。また、休職から職場復帰までの流れ（休職期間の目安、
休職期間満了日、職場への報告などの今後のやり取り等）を記載した「職場復帰支援プログ
ラム」を作成し、保健厚生課保健師等と連携して教職員の職場復帰を支援します。 

なお、休職中の教職員の状態に応じ、管理監督者は主治医や保健厚生課保健師等に相談し
て教職員と面談し、職場の現状や担当する業務などをよく説明するとともに、職務の軽減に
対する精神的な負担感等を持たせないよう配慮します。 

（２）職場復帰の判断 
休職中の教職員から職場復帰の意思表示がなされた場合、職場復帰を可能とする主治医の

診断書（就業上の配慮に関する意見を含む）の提出を求めます。 
その際、主治医には、日常生活における病状回復に限らず、職場で求められる職務遂行能

力の回復まで判断されるよう、あらかじめ職場で必要とされる職務遂行能力に関する情報を
提供しておくこととします。 

提出された主治医の診断書を踏まえ、教職員の状態及び業務・職場との適合性、職場の支
援状況等を総合的に考慮し、産業医等と管理監督者が協議して職場復帰の可否を判断します
（⻑野県教育員会職員安全衛生管理規程第 20 条１を除く）。 

（３）復帰した教職員のフォローアップ 
管理監督者は、職場復帰する教職員がストレスを感じないよう職場づくりに努め、教職員

の観察及び支援を行います。その際、他の教職員に過度の負担が掛からないよう配慮します。 
（４）主治医との連携 

必要に応じて、休職者の了承を得て、管理監督者が主治医と面談し、病状等を共有するな
ど連携を図り、再発予防と就業上の配慮すべき内容などについて相談します。 
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３ 産業保健スタッフ等によるケア 

＜一次予防：心の健康の保持増進とメンタルヘルス不調の未然防止＞ 
（１）職場巡視による職場環境の把握・評価の実施 

安全衛生委員会による定期的な職場巡視を行い、騒音や照度、整理整頓等の職場環境の把
握・評価を行うとともに、定時退庁日の遵守状況等の実態把握に努めます。 

（２）メンタルヘルスに関する教育研修及び情報提供 
教職員や管理監督者向けのメンタルヘルス研修会や「職員安全衛生ニュース」の発行を通

じ、メンタルヘルスの基礎知識等を周知します。 
（３）⻑期療養休暇者及び休職者の状況把握 
  ⻑期療養休暇者と休職者が休暇等に⾄った状況を適時把握分析し、メンタルヘルス不調の

未然防止の取組について検討します。 
 
＜二次予防：メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応＞ 
（１）相談窓口の利用促進 

各相談窓口における相談相手（産業医等産業保健スタッフ等）を明らかにするとともに、
相談内容は本人の同意なく職場等に報告されないこと、相談は匿名で受けられるなどプライ
バシーに十分配慮されていること、管理監督者や家族からの相談も可能であること等を周知
し、利用促進を図ります。 

（２）医療機関への早期受診・早期治療の推進 
医療機関の受診が必要と思われる教職員に対しては、早期対応が重要であることから、医

療機関の受診を勧奨します。 
また、なかなか受診につながらないなど、教職員への対応に苦慮する場合には、精神科医

師に個別の相談ができる「管理監督者メンタルヘルス相談」を活用します。 
【現状と目標値】 

管理監督者メンタルヘルス相談事業実績 
   令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
相談件数 ２件 2 件 ０件 増加 

 
＜三次予防：職場復帰・再発防止＞ 
（１）職場復帰訓練の実施 

職場復帰を円滑に進めるため、教職員の回復状況を確認しながら、主治医に意見を聞きな
がら復職に向けた準備を行います。また教職員の病状にあった職場復帰訓練を実施します。 

（２）職場復帰訓練事業・教職員健康審査会の活用 
保健厚生課で実施する職場復帰訓練や健康審査会を利用し、精神科医師等専門職からの助   

言を受けながら、円滑な職場復帰を支援します。 
【現状と目標値】 

  職場復帰訓練事業の実績及び復職者数（人）（再掲） 
 令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
集団リハビリテーション参加者数 ４人 １人 ０人 維持 
職場リハビリテーション参加者数 4 人 ２人 0 人 維持 
職場復帰訓練からの復職者数 2 人 ３人 0 人 維持 
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【現状と目標値】 

教職員健康審査会（第二部会）審査実績 
   令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
審査件数（延べ件数） ８件 ４件 1 件 維持 

（３）職場復帰後の対応 
職場復帰した教職員の復職後の状況を把握し、再発防止の観点から教職員や管理監督者に

助言します。 
 

 ４ 職場外資源によるケア 
＜一次予防：心の健康の保持増進とメンタルヘルス不調の未然防止＞ 
（１）外部講師による健康講話の活用 

メンタルヘルス対策に力を入れている、公立学校共済組合直営病院等に講師派遣を依頼す
る等、教職員の心の健康増進やセルフケアの充実に向けた事業を活用し、メンタルヘルスの
知識の普及を図ります。 
【現状と目標値】 

公立学校共済組合⻑野支部（北陸中央病院の臨床心理士等を講師として派遣）実績 
   令和４年度 令和 5 年度 令和 6 年度 目標値 
メンタルヘルスセミナー講師派遣数 
参加者数 

― 
２件 

129 人 
5 件 

201 人 
増加 

 
＜二次予防：メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応＞ 
（１）職場外相談窓口の活用（再掲） 

公立学校共済組合⻑野支部等が開設している各種相談窓口に相談した相談内容は職場等に
報告されないこと、相談は匿名で受けられるなどプライバシーに十分配慮されていること、
管理監督者や家族からの相談も可能であることなどについて周知を図ります。 
【現状と目標値】 

  公立学校共済組合（本部及び⻑野支部）相談事業実績（共済加入者全体） 
 令和３年度 令和４年度 令和５年度 目標値 
教職電話健康相談 24（メンタル分） 39 件 23 件 21 件 増加 
メンタルヘルス相談（面接） 77 件 93 件 110 件 増加 
メンタルヘルス相談（電話） 202 件 352 件 290 件 増加 
Web 相談（こころの相談） ８件 13 件 8 件 増加 
LINE によるメンタルヘルス相談 ― ― 9 件 増加 
直営病院によるメンタルヘルス相談 ７件 ７件 29 件 増加 

※公立学校共済組合の実績は他事業実績の 1 年度前の結果で評価する  
（２）主治医との連携 

管理監督者は、教職員の了承を得て、主治医等と必要に応じ面談や連絡を取るなどし、治
療方針や職場に求められる配慮内容等について、主治医から助言を受けるなど連携を図り、
病状の悪化や再発予防に努めます。 
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＜三次予防：職場復帰・再発防止＞ 
  （１）医療機関が実施するリワークプログラムの活用 

職場復帰のために、医療機関で実施しているリワークプログラムを活用し、円滑な復職を
支援します。その際、管理監督者は医療機関の関係者と十分に連携し、職場での訓練内容等
相談しながら進めます。 

 
Ⅷ 個人情報の取扱いについて 

個人の健康情報の取扱いについては、「⻑野県教育委員会職員健康情報等取扱要綱」（令和７
年４月１日施行）に基づき適切に取り扱います。 
（１）個人のプライバシー保護及び不利益取扱いへの配慮 

   メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む教職員の個人情報も保護に配慮
します。 

（２）心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止 
   メンタルヘルスケアを通じて把握した教職員の心の健康に関する情報は、その教職員の健康

確保に必要な範囲で利用されるべきであるため、その範囲をこえて教職員に対して不利益な取
扱いを行いません。 



長野県教育委員会

一次予防 二次予防 三次予防

①ストレス状態の把握 ①自発的な相談体制の活用 ①休職中における医療機関の受診、定期的な職場への報告の勧奨

②長時間勤務によるメンタルヘルス不調の予防 ②自己のメンタルヘルス不調への意識の向上 ②職場復帰の準備と職場復帰訓練の実施

③職員研修及び情報提供の活用 ③職場復帰後の継続的な治療、再発防止

①管理監督者の基本的な知識の習得、相談対応技能のスキルアップ ①教職員の健康状態の把握 ①職場復帰支援プログラムの作成及び教職員と産業医等との面談の実施

②長時間勤務者の把握と産業医の面接指導の実施等 ②不調者の早期発見と対応 ②職場復帰の判断

③ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善等 ③復帰した教職員のフォローアップ

④主治医との連携

①職場巡視による職場環境の把握・評価の実施 ①相談窓口の利用促進 ①職場復帰訓練の実施

②メンタルヘルスに関する教育研修及び情報提供 ②医療機関への早期受診・早期治療の推進 ②職場復帰訓練事業・教職員健康審査会の活用

③長期療養休暇者及び休職者の状況把握 ③職場復帰後の対応

①外部講師による健康講話の活用 ①職場外相談窓口の活用（再掲） ①医療機関が実施するリワークプログラムの活用

②主治医との連携

　メンタルヘルスケアを通じて把握した教職員の心の健康に関する情報は、その教職員の健康確保に必要な範囲で利用されるべきであるため、その範囲をこえて教職員に対して不利益な取扱いを

　個人の健康情報の取扱いについては、「長野県教育委員会職員健康情報等取扱要綱」（令和７年４月１日施行）に基づき適切に取り扱います。

１　個人のプライバシー保護及び不利益取扱いへの配慮

　メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む教職員の個人情報も保護に配慮します。

２　心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止

行いません。　

長野県教育委員会「心の健康づくり計画」推進体系図（令和7年度～令和10年度）

教職員のやりがいと一人ひとりのゆとりを大切にできる職場づくり

セルフケア

ラインケア

産業保健スタッフ等

によるケア

＜目指す姿＞

＜個人情報の取り扱いについて＞

職場外資源によるケア

＜基本方針＞

１　メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」

２　メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う「二次予防」

３　メンタルヘルス不調となった職員の職場復帰の支援等を行う「三次予防」

４　メンタルヘルスケアの４つの柱の推進



職場復帰訓練実施要領  

 

 （目的） 

第１条 この要領は、長野県教職員健康審査会要綱（平成 15年３月５日付け14教保第

502号。以下「要綱」という。）第３条第２号に規定する判定を行うため、精神神

経系疾患により療養中の教職員が、治療の一環として職場の順応性や様々な環境へ

の適応力を回復し、再発を防止するための職場復帰訓練（以下「訓練」という。）

を実施するにあたり必要な事項を定め、もって円滑な職場復帰の実現を図ることを

目的とする。 

 

 （対象職員） 

第２条  訓練の対象となる職員は、要綱第２条各号に定める職員のうち学校長を除く

者（以下「職員」という。）で、精神神経系疾患により療養休暇を取得している職

員（ただし、90日を超える職員又は同一疾病により２回以上取得している職員に限

る。）及び休職している職員とする。 

 

 （訓練内容） 

第３条 訓練の内容は、次の各号のとおりとする。 

（１）集団リハビリテーション 

  ア 職員の特性に応じた集団精神療法・運動・レクリエーションを主とし、別表

１のカリキュラムを基本に長野県教育委員会事務局保健厚生課長（以下「保健

厚生課長」という。）が定める。 

（２）職場リハビリテーション 

  ア 職員の職種に応じた職務を段階的に行うことを主とし、別表２のカリキュラ

ム案を基本に、該当職員が勤務する所属長が作成した訓練実施計画書により行

うものとする。 

  イ 別表２のカリキュラム案の職種に該当しない職員においては、所属長が当該

職種に応じて対象職員及び主治医と協議のうえ作成した訓練実施計画書により

行うものとする。 

    ウ 職場リハビリテーションは、原則として前号の集団リハビリテーションを修

了した職員で、実施を認められた職員（特別な事情により、集団リハビリテー

ションの実施を免除された職員を含む。）が行うものとする。   

  

 （訓練期間） 

第４条 前条各号に規定する訓練の期間はそれぞれ概ね２ヶ月程度であるが、主治医

と相談のうえ必要な期間とする。 

 



 （訓練場所） 

第５条 集団リハビリテーションの訓練場所は、保健厚生課長が指定する。  

２ 職場リハビリテーションの訓練場所は、対象職員が在籍する所属所とする。  

 

 （市町村教育委員会からの依頼） 

第６条 長野県教育委員会は、要綱第２条第２号に規定する職員が第３条各号に規定

する訓練を希望するときは、当該職員が勤務する所属所を所管する市町村教育委員

会から職場復帰訓練依頼書（様式１）による依頼を受けた場合に、実施できるもの

とする。 

 

 （訓練の手続き） 

第７条 訓練の手続きは、次の各号のとおりとする。  

（１）集団リハビリテーション 

  ア 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申請書（様式２）に主治医の診断書（様

式３）を添えて、所属長に申請しなければならない。  

  イ 所属長は、申請者から提出された書類に職場復帰訓練実施に対する意見書（様

式４）を添付し、人事主管課長（県立中学校及び県立高等学校においては長野

県教育委員会事務局高校教育課長、県立特別支援学校においては長野県教育委

員会事務局特別支援教育課長、市町村立学校においては長野県教育委員会事務

局義務教育課長、その他所属においては長野県教育委員会事務局教育政策課長

とする。）を経由して保健厚生課長に提出しなければならない。  

  ウ 訓練の承認は、保健厚生課長が行うものとする。  

（２）職場リハビリテーション 

  ア 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申請書（様式２）に主治医の診断書（様

式３）を添えて、所属長に申請しなければならない。ただし、集団リハビリテ

ーションを修了した者が引き続き職場リハビリテーションを実施する場合は、

主治医の診断書（様式３）の提出を省略することができる。  

  イ 所属長は、申請者から提出された書類に職場復帰訓練実施に対する意見書（様

式４）並びに別表２のカリキュラム案を基本に対象職員及び主治医と協議のう

え作成した訓練実施計画書を添付し、人事主管課長を経由して保健厚生課長に

提出しなければならない。 

  ウ 訓練の承認は、長野県教職員健康審査会の意見を参考に保健厚生課長が行う

ものとする。 

 

 （訓練の実施） 

第８条 所属長は、訓練の目的を対象職員に理解させるものとする。  

２ 対象職員は、訓練の目的を十分理解し、その目的が達成できるよう訓練を行うも



のとする。 

３ 所属長は、事故を未然に防ぐため、訓練の内容及び日程について主治医と十分協

議するものとする。 

４ 所属長は、対象職員、主治医及び対象職員の家族と連携を図り、訓練を行うもの

とする。 

５ 所属長及び対象職員が所属する職場の職員は、訓練が円滑に行えるように協力し、

良好な職場環境づくりに努めるものとする。 

６ 所属長は必要に応じ、学校の児童・生徒及び児童・生徒の保護者に訓練の目的を

説明し、協力を求めるものとする。 

７ 所属長は、訓練期間中人事主管課長及び保健厚生課長と連絡を密にするものとす

る。 

８ 保健厚生課長は、訓練期間中人事主管課長と連絡を密にして経過状況の把握を行

うものとする。 

 

 （訓練期間中の服務の取扱い） 

第９条 訓練は、治療の一環であることから療養休暇中又は休職中に実施するものと

する。 

 

 （訓練期間中の事故防止） 

第10条 保健厚生課長は、集団リハビリテーションの訓練実施中、常に対象職員を管

理下におき、事故等の防止に努めるものとする。   

２ 所属長は、職場リハビリテーションの訓練期間を通して、常に対象職員を管理下

におき、事故等の防止に努めるものとする。特に学校においては訓練担当者を決め、

児童・生徒及び学校運営に支障をきたさないように努めなければならない。  

３ 第３条各号に規定する訓練は、治療行為の一環として療養休暇中又は休職中に行

われるものであるので、訓練期間中の事故については公務災害及び通勤災害には該

当しない。 

 

 （訓練の中止） 

第11条 保健厚生課長は、集団リハビリテーションにおいて、訓練状況等を主治医に

報告した結果、訓練の継続が困難であると判断した場合に訓練を中止することがで

きる。 

２ 所属長は、職場リハビリテーションにおいて、次の各号に該当する場合に訓練を

中止することができる。 

（１）訓練状況等を主治医に報告した結果、訓練の継続が困難であると判断した場合  

（２）訓練の継続が、学校運営に支障をきたすおそれがある場合  

３ 前項において、所属長は、訓練を中止した場合は、職場リハビリテーション中止



届（様式５）を人事主管課長を経由して保健厚生課長に提出しなければならない。 

 

 （訓練の修了） 

第12条  所属長は、対象職員が職場リハビリテーションを修了したときは、職場リハ

ビリテーション実施報告書（様式６）に主治医の診断書（様式３）及び訓練日誌（様

式７）等の関係書類を添え、人事主管課長を経由して保健厚生課長に提出しなけれ

ばならない。 

 

 （訓練の継続） 

第13条 対象職員は、次の各号の場合において、主治医と相談のうえ再度集団リハビ

リテーションの申請をすることができる。 

（１）集団リハビリテーションの継続が困難であると、保健厚生課長等が判断した場

合 

（２）次条に規定する長野県教職員健康審査会において、対象職員が職場リハビリテ

ーションを実施できる状況にないと判断された場合  

２ 対象職員は、次の各号の場合において、主治医と相談のうえ再度職場リハビリテ

ーションの申請をすることができる。 

（１）職場リハビリテーションが修了した時点で、対象職員が職務に復帰できる状況

にないと所属長等が判断した場合 

（２）次条に規定する長野県教職員健康審査会において、対象職員が職務に復帰でき

る状況にないと判断された場合 

 

 （長野県教職員健康審査会） 

第14条 所属長は、次の各号の場合において、所定の様式を揃えて長野県教職員健康

審査会（次項において「審査会」という。）に申請しなければならない。  

（１）職員から職場リハビリテーションの申請があったとき  

（２）職場リハビリテーションが修了し、所属長が対象職員の職場復帰を可能と認め

たとき 

２ 長野県教育委員会教育長（次条において「教育長」という。）は、前項の規定に

基づき所定の申請書類が提出されたときは審査会を開き、要綱に定める判定を諮問

するものとする。 

 

 （その他） 

第15条 この要領の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。  

 

 

 



附 則 

この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成23年11月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成27年４月３日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



（訓練様式１）

第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

長野県教育委員会教育長　様

○○○教育委員会教育長

 　職場復帰訓練実施要領第６条の規定により、下記職員の職場復帰訓練に係る全ての事項に

ついて、長野県教育委員会教育長に依頼します。

職　場　復　帰　訓　練　依　頼　書

職 員 番 号 職 名

記

男　・　女

所 属 名

職 員 氏 名

生 年 月 日 　　　　年　　月　　日生（　　歳） 性 別



（訓練様式２）

　　　　年　　　　月　　　　日

所　　属　　長　　　　様

所 属 名

職 ・ 氏 名

　職場復帰訓練実施要領第７条の規定に基づき、下記の書類を添えて職場復帰訓練を行うことを

申請します。

　なお、この訓練は、治療行為の一環としての任意のものであり、職務に該当しないため、訓練参

加のための交通費等の経費及び訓練中に生じた自己の傷病に係る医療費等については、一切

請求しないことを承諾します。

１　訓練内容（いずれかに○）

　集団リハビリテーション

　職場リハビリテーション

２　添付書類

　　　主治医の診断書（訓練様式３）

職　場　復　帰　訓　練　申　請　書

記



（訓練様式３）

【既往歴】

【発症より初診時までの症状及び経過】

【初診時の所見】

【その後の経過及び治療内容（検査データ等）】

（現在の処方内容と今後の治療方針）

【現在の状態】

1）精神的所見

2）身体的所見

3）特に問題となる点

【予後及び職場復帰訓練の実施（または復職）に関する意見】

上記のとおり診断する。

※検査データ等については、できるだけ詳細に記入してください。（別添資料も可）

　　　　年　　　　月　　　　日（病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　歳）

初 診 年 月 日

住 所

医 療 機 関 名

医師 （署名 ）

合 併 症

年　　　月　　　日

診　　　　　　断　　　　　　書

所 属 名

氏 名

生 年 月 日 男　　・　　女

診 断 名

性　別



（訓練様式４）

第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

（人事主管課経由）

保 健 厚 生 課 長　様

　職場復帰訓練実施要領第７条の規定に基づき、下記職員から職場復帰訓練実施の申請が

ありましたので、意見を付して申請します。

・　集団リハビリテーション

（いずれかに○） ・　職場リハビリテーション

添付書類

（１）職場復帰訓練申請書（訓練様式２）

（２）主治医の診断書（訓練様式３）

（３）訓練（職場リハビリテーション）実施計画書

※（３）については職場リハビリテーションの場合のみ

所 属 名

所 属 長 名

職 場 復 帰 訓 練 実 施 に 対 す る 意 見 書

記

　　　　　　年　　　　月　　　　日生　（　　　　歳）　男　・　女

　　　　年　　　月　　　日～　　　　　　年　　　月　　　日

主 治 医 と の 協 議 事 項

所 属 長 の 意 見

訓 練 期 間

職場復帰訓練実施対象者

職 ・ 氏 名

生 年 月 日 ・ 年 齢 ・ 性 別

訓 練 内 容



（訓練様式５）

第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

（人事主管課経由）

保 健 厚 生 課 長　様

　このことについて、職場復帰訓練実施要領第１１条第３項の規定に基づき、下記のとおり提出

します。

職場復帰訓練を中止した理由

職 場 復 帰 訓 練

職 場 復 帰 訓 練

　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで（　　　日間）
実 施 予 定 期 間

　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで（　　　日間）
実 施 期 間

所 属 名

所 属 長 名

記

職場復帰訓練対象者

職 ・ 氏 名

職 場 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 中 止 届



（訓練様式６－１）

第　　　　号

（人事主管課経由）

保 健 厚 生 課 長　様

所 属 名

所 属 長 名

　職場復帰訓練実施要領第１２条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。

職員番号

職　　名
（担当教科）

実　施　期　間

年　　　　月　　　　日

年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

職 場 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 実 施 報 告 書

記

所　　属　　名

職　員　氏　名



（訓練様式６－２）

期　　間 　月　日～　月　日

計画日数 　　日

出　　席 　　日

　うち遅刻 　　日

　うち早退 　　日

欠　　席 　　日

計画出席時間数 時間

出席時間数 時間

　うち授業時間数 時間

項　目 実施状況 本人評価 担当評価 所属長評価 備　考

学習指導

児童生徒
との関係

対人関係
（児童生徒
を除く）

学校運営

その他

目 標 訓 練 内 容 出 席 状 況

実
　
施
　
内
　
容

評
　
　
　
価

第
　
一
　
段
　
階



（訓練様式６－３）

期　　間 　月　日～　月　日

計画日数 　　日

出　　席 　　日

　うち遅刻 　　日

　うち早退 　　日

欠　　席 　　日

計画出席時間数 時間

出席時間数 時間

　うち授業時間数 時間

項　目 実施状況 本人評価 担当評価 所属長評価 備　考

学習指導

児童生徒
との関係

対人関係
（児童生徒
を除く）

学校運営

その他

目 標 訓 練 内 容 出 席 状 況

第
　
二
　
段
　
階

実
　
施
　
内
　
容

評
　
　
　
価



（訓練様式６－４）

期　　間 　月　日～　月　日

計画日数 　　日

出　　席 　　日

　うち遅刻 　　日

　うち早退 　　日

欠　　席 　　日

計画出席時間数 時間

出席時間数 時間

　うち授業時間数 時間

項　目 実施状況 本人評価 担当評価 所属長評価 備　考

学習指導

児童生徒
との関係

対人関係
（児童生徒
を除く）

学校運営

その他

目 標 訓 練 内 容 出 席 状 況

第
　
三
　
段
　
階

実
　
施
　
内
　
容

評
　
　
　
価



（訓練様式６－５）

期　　間 　月　日～　月　日

計画日数 　　日

出　　席 　　日

　うち遅刻 　　日

　うち早退 　　日

欠　　席 　　日

計画出席時間数 時間

出席時間数 時間

　うち授業時間数 時間

項　目 実施状況 本人評価 担当評価 所属長評価 備　考

学習指導

児童生徒
との関係

対人関係
（児童生徒
を除く）

学校運営

その他

目 標 訓 練 内 容 出 席 状 況

第
　
四
　
段
　
階

実
　
施
　
内
　
容

評
　
　
　
価



（訓練様式６－６）

【訓練期間中の実施状況に関する意見】

【職場復帰訓練対象者の今後の見通し】

【所属長と主治医の連絡状況及び連絡事項】

【所属長としての復帰に対する意見】

上記のとおり実施したので報告します。

　　　　年　　月　　日

所 属 名

所属長名



（訓練様式７）

氏名

【訓練内容】（主な内容及び実施時間を記載） 【感想・課題等】

【訓練内容】（主な内容及び実施時間を記載） 【感想・課題等】

【訓練内容】（主な内容及び実施時間を記載） 【感想・課題等】

【訓練内容】（主な内容及び実施時間を記載） 【感想・課題等】

【訓練内容】（主な内容及び実施時間を記載） 【感想・課題等】

出 席 日

出 席 日

出席時間

出席時間

出 席 日 　　　時　　　分～　　　時　　　分出席時間

出 席 日

出席時間

出 席 日 出席時間 　　　時　　　分～　　　時　　　分

訓　　　　　練　　　　　日　　　　　誌

　　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）

　　　時　　　分～　　　時　　　分

　　　時　　　分～　　　時　　　分

　　　時　　　分～　　　時　　　分



長野県教職員健康審査会要綱 

 

 （目的） 

第１条  この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第43条第４項及び長野県教育委員会職員安全衛生管理規程（平成15年長野県教育委員会

訓令第１号）第26条の規定に基づき、次条に定める職員の健康管理に関し必要な事項を

審議するため、長野県教職員健康審査会（以下「審査会」という。）の設置について必

要な事項を定める。 

 

 （対象職員） 

第２条 この審査会において審査の対象とする職員は、次の各号に定めるところによる。 

（１）長野県教育委員会事務局及び学校以外の教育機関の組織に関する規則（昭和53年長

野県教育委員会規則第４号。以下この号において「組織規則」という。）に規定する

本庁、組織規則第13条に規定する現地機関及び組織規則第18条に規定する教育機関（同

条第６号に規定する教育機関を除く。）並びに長野県立中学校条例（平成23年長野県

条例第17号）に規定する中学校、高等学校設置条例（昭和39年長野県条例第64号）に

規定する高等学校及び特別支援学校設置条例（平成19年長野県条例第24号）に規定す

る特別支援学校に勤務する職員 

（２）市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する

職員のうち市町村教育委員会及び学校組合教育委員会（以下「市町村等教育委員会」

という。）から審査の依頼を受けた職員 

 

 （所掌事項） 

第３条 審査会は、長野県教育委員会（次条において「教育委員会」という。）の諮問に

応じ、又は市町村等教育委員会の依頼に基づき、前条に規定する職員に関し、次の各号

に掲げる事項を行う。 

（１）職員の疾病に関して審査し、その職員の健康状態について、職務の内容等を考慮し

て別に定める区分により判定すること 

（２）職員が療養休暇から職務に復帰する場合又は復職する場合（いずれの場合において

も長野県教育委員会教育長（以下「教育長」という。」）が別に定める場合に限る。）

の可否に関することについて、職務の内容等を考慮しながら別に定める区分により判

定すること 

（３）前号に掲げるもののほか、必要に応じて職員の健康管理について意見を述べること 

（４）その他教育長が特に必要と認める事項について審議すること 

 

 （組織） 

第４条 審査会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する委

 員若干名をもって組織する。 

（１）医学に関する学識経験を有する者 

（２）教育に関する学識経験を有する者 

（３）学校教育経験者 



２ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委

 員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （委員長） 

第５条 審査会に委員長を置く。委員長は、第７条に規定する部会長のうちから選出する。 

２ 委員長は会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、もう一人の部会長がその職務を代理する。 

 

 （部会） 

第６条 第３条各号に規定する事項を行うために、審査会に次表の左欄に掲げる部会を置

 き、同表右欄に掲げる事項を分掌させる。 
 

部会の名称 分 掌 事 項 

第１部会 精神神経系疾患以外の疾病に係る事項 

第２部会 精神神経系疾患に係る事項 

２ 各部会に属すべき委員は、教育委員会が指名する。 

３ 第８条の規定により各部会において会議が行われたときは、当該部会の決議をもって

審査会の決議とすることができる。 

 

 （部会長） 

第７条 前条に規定する部会に、部会長を置く。部会長は、部会に属する委員の互選によ

り選出する。 

２ 部会長は、部会の会務を総理する。 

３ 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

 （会議） 

第８条 各部会の会議は、それぞれ教育長が必要と認めたときに招集し開催する。 

２ 審査会の会議は、２つの部会に関わる事項及び２つの部会で審議すべき重要事項があ

 るときに、教育長が招集し開催する。 

３ 審査会又は各部会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことがで

 きない。 

４ 審査会又は各部会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の時は、委員長又

 は部会長の決するところによる。ただし、第３条第１号及び第２号の判定については、

 出席委員全員の意見が一致しなければ、これを決定することができない。 

５ 審査会又は各部会は、別に定める書類による審査を原則とするが、必要によりその所

 掌事項に関し事前に面接調査を行い、必要と認める者の出席を求めて意見を聴取し、又

 は関係機関に対し資料の提出を求めることができる。 

 



 （委員の職務） 

第９条 第４条第１号の委員は、主として医学的観点から、医療の面及び生活規正の面に

 ついて判定を行う。 

２ 第４条第２号及び第３号の委員は、主として職員の職務の特性の観点から、生活規正

 の面について判定を行う。 

 

 （守秘義務） 

第10条 審査会に関係する者は、個人に関する知り得た秘密を他人に漏らしてはならな 

い。 

 

 （庶務） 

第11条 審査会の庶務は、長野県教育委員会事務局保健厚生課において行うものとする。 

 

 （委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、教育長が別

に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成15年4月1日から施行する。 

２ 公立学校教職員結核管理要綱（昭和36年教育長通知）は、廃止する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成21年3月26日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。 



長野県教職員健康審査会運営細則 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、長野県教職員健康審査会要綱（平成15年３月５日付け14教保第502号。

以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき、長野県教職員健康審査会（以下「審査会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

 （第１部会の審査及び判定事項） 

第２条 要綱第６条に規定する第１部会の審査及び判定事項は、次の各号のとおりとする。 

（１）要綱第２条第１号に規定する職員のうち精神神経系疾患以外の疾病により休職していた

者が、復職しようとするときに健康管理に関し疑義が生じた場合の健康状態の審査 

（２）前号に掲げるもののほか、長野県教育委員会教育長（次条において「教育長」という。）

が特に必要と認めたこと 

 

 （第２部会の審査及び判定内容） 

第３条 要綱第６条に規定する第２部会の審査及び判定事項は、次の各号のとおりとする。 

（１）要綱第２条各号に規定する職員が、精神神経系疾患により療養休暇を取得したとき又は

休職するとき及び療養休暇又は休職の期間を更新（更新期間が６月を超える場合は６月ご

とに１度）するときの健康状態の審査 

（２）前号の職員のうち療養休暇の期間が90日を超える者、同一疾病により２回以上療養休暇

を取得している者及び休職している者が、別に定める職場リハビリテーション（以下この

号及び第５条において「職場訓練」という。）を開始しようとするときの実施の可否、職

場訓練実施後に療養休暇から職務に復帰しようとするとき又は復職しようとするときの

健康状態の審査及び復帰又は復職の可否 

（３）第１号の職員のうち前号以外の職員が、療養休暇から職務に復帰しようとするときの健

康状態の審査 

（４）要綱第２条各号に規定する職員のうち精神神経系疾患により長野県教育委員会職員安全

衛生管理規程（平成15年長野県教育委員会訓令第１号）第18条及び学校保健安全法施行規

則（昭和33年文部省令第18号）第16条の規定による指導区分が要軽業の職員及び所属長が

必要があると認めた要注意の職員が、勤務しているときの健康状態の審査 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたこと 

 

 （市町村等教育委員会の依頼） 

第４条 長野県教育委員会は、要綱第２条第２号に規定する職員が前条に規定する審査及び判

定を受けようとするときは、当該職員が勤務する所属所を所管する市町村教育委員会及び学

校組合教育委員会（以下「市町村等教育委員会」という。）から審査依頼書（様式１）によ

る依頼を受けた場合に、実施できるものとする。 

 



 （審査手続） 

第５条  所属長は、要綱第２条第１号に規定する職員が要綱第６条に規定する第１部会におい

て第２条各号に規定する審査及び判定を受ける必要が生じた場合は、次表の左欄に掲げる場

合に同表右欄の書類を人事主管課長（県立中学校及び県立高等学校においては長野県教育委

員会事務局高校教育課長、県立特別支援学校においては長野県教育委員会事務局特別支援教

育課長、市町村立学校及び学校組合立学校においては長野県教育委員会事務局義務教育課長、

その他所属においては長野県教育委員会事務局教育政策課長をいう。）に提出しなければな

らない。 

 
審   査   事   由 提 出 書 類 

精神神経系疾患以外の疾病により休職

していた者が、復職しようとするときに健

康管理に関し疑義が生じた場合 

指導区分変更申請書（長野県教育委員会職

員安全衛生管理規程様式第６号） 

病状経過書（様式２） 

診断書（任意のもので可） 

申請理由書（任意のもので可。疑義の内容等

を記載） 

２ 人事主管課長は、前項の規定により申請があったときは、前項の提出書類に審査名簿（様

式３）を添えて、長野県教育委員会事務局保健厚生課長（以下「保健厚生課長」という。）

を経由して要綱第５条に規定する委員長に提出しなければならない。 

３ 所属長は、要綱第２条各号に規定する職員が要綱第６条に規定する第２部会において第３

条各号に規定する審査及び判定を受ける必要が生じた場合は、次表の左欄に掲げる場合に同

表右欄の書類を人事主管課長に提出しなければならない。 

 
審   査   事   由 提 出 書 類 

 （１）精神神経系疾患により療養休暇を取

得したとき又は休職するとき、療養

休暇又は休職の期間を更新したとき

及び次号以外の職員が療養休暇から

職務に復帰しようとするとき 

病状経過書（様式２）（ただし、期間を更新

したときは、療養等経過状況報告書（長野県教

育委員会職員安全衛生管理規程様式第９号）の

提出をもって替えることができる。） 

診断書（任意のもので可） 

 （２）精神神経系疾患で療養休暇の期間が

90 日を超える者又は同一疾病により

２回以上療養休暇を取得している者

及び休職している者が職場訓練を開

始しようとするとき 

病状経過書（様式２） 

職場訓練の開始に必要な書類 

 （３）職場訓練を修了した者が職務に復帰

しようとするとき 

病状経過書（様式２） 

職場訓練修了時の報告に必要な書類 

 （４）第６条第２項に規定する審査会の判

定区分が要療養とされた者を再審査

するとき 

病状経過書（様式２） 

診断書（任意のもので可） 

 （５）第６条第２項に規定する審査会の判

定区分が要軽業及び所属長が必要が

あると認めた要注意とされた者を再

審査するとき 

勤務状況等報告書（様式４） 



４ 人事主管課長は、前項の規定により申請があったときは、前項の提出書類に審査名簿（様

式３）を添えて、保健厚生課長を経由して要綱第５条に規定する委員長に、審査会開催３週

間前までに提出しなければならない。 

５ 審査会又は各部会は、必要と認める場合に、当該所属長から病歴書、検査成績書、エック

ス線写真、心電図等の資料の提出を求めることができる。 

６ 審査会又は各部会が要綱第８条第５項に規定する審査及び判定に必要と認める者に対し

て出席を求める通知は、人事主管課長が行うものとする。 

 

 （判定区分） 

第６条 審査会又は各部会は、別表に掲げる判定区分により職員の判定を行うものとする。 

２ 審査会又は各部会は、要綱第２条各号に規定する職員のうち精神神経系疾患により別表の

判定区分による区分（以下この項及び次項において「区分」という。）を要療養又は要軽業

と判定した者について、その区分が要注意と判定されるまで引き続き審査を行うものとする。 

３ 前項において、審査会又は各部会は、区分を要軽業又は要注意と判定した者の勤務状況及

び健康状態の把握について、人事主管課長を通じて所属長に指示するものとする。 

４ 所属長は、前項の職員の勤務状況及び健康状態を把握し、人事主管課長を経由して次回の

審査会又は各部会に提出しなければならない。 

５ 市町村等教育委員会において、第２項に規定する審査を引き続き希望する場合も、前項に

より提出するものとする。 

 

 （回議） 

第７条 委員長又は要綱第７条に規定する部会長が緊急を要すると認める事項又は軽易と認

める事項については、該当委員への持ち回り審議をもって審査会又は各部会の審議に代える

ことができる。 

 

 （判定結果） 

第８条 委員長は、審査会又は各部会の判定の結果を保健厚生課長を経由して人事主管課長に

通知するものとする。 

２ 人事主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに要綱第２条第１号に規

定する職員については当該所属長に、要綱第２条第２号に規定する職員については当該市町

村等教育委員会に、それぞれその結果を通知するものとする。 

３ 市町村等教育委員会は、前項により通知を受けたときは、当該所属長にその結果を通知す

るものとする。 

 

 （被審査者管理票） 

第９条 保健厚生課長は、第２条及び第３条の規定による審査及び判定を受けた被審査者の管

理を行うため、被審査者管理票（様式５）を作成し、審査及び判定の結果等を記録するもの

とする。 

２ 被審査者管理票の保存期間は、被審査者の離職後５年とする。 

 



 

   附 則 

この細則は、平成15年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成16年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成19年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成21年３月26日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成21年４月20日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成23年11月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （別 表） （第６条関係） 

  判 定 区 分  内            容 

要療養 Ａ１ 

 １ 休暇・休職等の方法で、療養のため必要な期間勤務を休む 

  必要があるもの 

 ２ 休暇・休職等の方法で勤務を休み、一定期間経過観察を行 

   い、職場復帰訓練を要するもの 

 ３ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

要軽業 

Ｂ１ 
 １ 一定期間勤務に制限を加え、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

Ｂ２ 

 １ 一定期間勤務に制限を加え、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医 

  師の観察指導を必要とするもの 

要注意 

Ｃ１ 
 １ 勤務をほぼ平常に行い、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

   Ｃ２ 

 １ 勤務をほぼ平常に行い、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医 

  師の観察指導を必要とするもの 

  健 康    Ｄ３ 

 １ 勤務を平常に行うことができるもの 

 ２ 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの 

 （注）この判定区分は、長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第18条に規定する指導  

   区分に対応するものである。 



（審査会様式１）

第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

長野県教育委員会教育長　様

○○○教育委員会教育長

 　長野県教職員健康審査会要綱第３条及び長野県教職員健康審査会運営細則第４条の規定

により、下記職員の審査に係る全ての事項について、長野県教育委員会教育長に依頼します。

記

所 属 名

職 員 番 号 職 名

生 年 月 日 　　　　年　　　月　　　日生（　　　歳） 性 別 男　・　女

審　　査　　依　　頼　　書

職 員 氏 名



（審査会様式２）

第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

長野県教職員健康審査会委員長　　様

（注）診断書を添付してください。

所 属 長 名

（ 通 院 及 び 治 療
の 状 況 を 含 む ）

病 名

担当教科（業務）

性別 男 ・ 女年　　　月　　　日（　　歳）

病 歴 及 び 休 業 歴

（発症からの病状経過）

（保健厚生課扱い）

（ 訓 練 実 施 の 場 合 ）

現 在 の 状 況

訓 練 中 の 状 況

療 養 等 の 経 過

年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日　

記

休 暇 ・ 休 職 期 間

職　　　　歴

所 属 名

家族歴と家庭環境

生 年 月 日 ・ 年 齢

職 ・ 氏 名

職 員 番 号

病　　状　　経　　過　　書

主 治 医 と の
連 絡 状 況 等



（審査会様式４）

　第　　　　号

　　　　年　　　　月　　　　日

長野県教職員健康審査会委員長　様

長野県教職員健康審査会運営細則第６条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

既往歴

男・女 年齢

 　年 　月 　日～　　年 　月 　日

 　年 　月 　日～　　年 　月 　日

（保健厚生課扱い）

満　　歳

勤　務　状　況　等　報　告　書　

性別

所 属 名

所属長名

･この欄に主治医との連絡状況を具体的に（面接や電話連絡を実施した回数等）記入すること。

記

 　年 　月 　日～　　年 　月 　日

病　名

住　　所

職名

職員番号

 　年 　月 　日～　　年 　月 　日
療休又は休職期間

免許教科

生年月日 年　　月　　日生

所属所名

氏　　名

備 考

問 題 と な る 点

平常の勤務態度
及び生活態度
（特に目立った
行動は、日時･
場所等を具体的

に記入すること）

現在の病状と
治療状況

発病以来の症状
及び経過

家 庭 の 環 境



長野県教職員健康審査会運営細則 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この細則は、長野県教職員健康審査会要綱（平成15年３月５日付け14教保第502号。

以下「要綱」という。）第12条の規定に基づき、長野県教職員健康審査会（以下「審査会」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

 （第１部会の審査及び判定事項） 

第２条 要綱第６条に規定する第１部会の審査及び判定事項は、次の各号のとおりとする。 

（１）要綱第２条第１号に規定する職員のうち精神神経系疾患以外の疾病により休職していた

者が、復職しようとするときに健康管理に関し疑義が生じた場合の健康状態の審査 

（２）前号に掲げるもののほか、長野県教育委員会教育長（次条において「教育長」という。）

が特に必要と認めたこと 

 

 （第２部会の審査及び判定内容） 

第３条 要綱第６条に規定する第２部会の審査及び判定事項は、次の各号のとおりとする。 

（１）要綱第２条各号に規定する職員が、精神神経系疾患により療養休暇を取得したとき又は

休職するとき及び療養休暇又は休職の期間を更新（更新期間が６月を超える場合は６月ご

とに１度）するときの健康状態の審査 

（２）前号の職員のうち療養休暇の期間が90日を超える者、同一疾病により２回以上療養休暇

を取得している者及び休職している者が、別に定める職場リハビリテーション（以下この

号及び第５条において「職場訓練」という。）を開始しようとするときの実施の可否、職

場訓練実施後に療養休暇から職務に復帰しようとするとき又は復職しようとするときの

健康状態の審査及び復帰又は復職の可否 

（３）第１号の職員のうち前号以外の職員が、療養休暇から職務に復帰しようとするときの健

康状態の審査 

（４）要綱第２条各号に規定する職員のうち精神神経系疾患により長野県教育委員会職員安全

衛生管理規程（平成15年長野県教育委員会訓令第１号）第18条及び学校保健安全法施行規

則（昭和33年文部省令第18号）第16条の規定による指導区分が要軽業の職員及び所属長が

必要があると認めた要注意の職員が、勤務しているときの健康状態の審査 

（５）前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたこと 

 

 （市町村等教育委員会の依頼） 

第４条 長野県教育委員会は、要綱第２条第２号に規定する職員が前条に規定する審査及び判

定を受けようとするときは、当該職員が勤務する所属所を所管する市町村教育委員会及び学

校組合教育委員会（以下「市町村等教育委員会」という。）から審査依頼書（様式１）によ

る依頼を受けた場合に、実施できるものとする。 

 



 （審査手続） 

第５条  所属長は、要綱第２条第１号に規定する職員が要綱第６条に規定する第１部会におい

て第２条各号に規定する審査及び判定を受ける必要が生じた場合は、次表の左欄に掲げる場

合に同表右欄の書類を人事主管課長（県立中学校及び県立高等学校においては長野県教育委

員会事務局高校教育課長、県立特別支援学校においては長野県教育委員会事務局特別支援教

育課長、市町村立学校及び学校組合立学校においては長野県教育委員会事務局義務教育課長、

その他所属においては長野県教育委員会事務局教育政策課長をいう。）に提出しなければな

らない。 

 
審   査   事   由 提 出 書 類 

精神神経系疾患以外の疾病により休職

していた者が、復職しようとするときに健

康管理に関し疑義が生じた場合 

指導区分変更申請書（長野県教育委員会職

員安全衛生管理規程様式第６号） 

病状経過書（様式２） 

診断書（任意のもので可） 

申請理由書（任意のもので可。疑義の内容等

を記載） 

２ 人事主管課長は、前項の規定により申請があったときは、前項の提出書類に審査名簿（様

式３）を添えて、長野県教育委員会事務局保健厚生課長（以下「保健厚生課長」という。）

を経由して要綱第５条に規定する委員長に提出しなければならない。 

３ 所属長は、要綱第２条各号に規定する職員が要綱第６条に規定する第２部会において第３

条各号に規定する審査及び判定を受ける必要が生じた場合は、次表の左欄に掲げる場合に同

表右欄の書類を人事主管課長に提出しなければならない。 

 
審   査   事   由 提 出 書 類 

 （１）精神神経系疾患により療養休暇を取

得したとき又は休職するとき、療養

休暇又は休職の期間を更新したとき

及び次号以外の職員が療養休暇から

職務に復帰しようとするとき 

病状経過書（様式２）（ただし、期間を更新

したときは、療養等経過状況報告書（長野県教

育委員会職員安全衛生管理規程様式第９号）の

提出をもって替えることができる。） 

診断書（任意のもので可） 

 （２）精神神経系疾患で療養休暇の期間が

90 日を超える者又は同一疾病により

２回以上療養休暇を取得している者

及び休職している者が職場訓練を開

始しようとするとき 

病状経過書（様式２） 

職場訓練の開始に必要な書類 

 （３）職場訓練を修了した者が職務に復帰

しようとするとき 

病状経過書（様式２） 

職場訓練修了時の報告に必要な書類 

 （４）第６条第２項に規定する審査会の判

定区分が要療養とされた者を再審査

するとき 

病状経過書（様式２） 

診断書（任意のもので可） 

 （５）第６条第２項に規定する審査会の判

定区分が要軽業及び所属長が必要が

あると認めた要注意とされた者を再

審査するとき 

勤務状況等報告書（様式４） 



４ 人事主管課長は、前項の規定により申請があったときは、前項の提出書類に審査名簿（様

式３）を添えて、保健厚生課長を経由して要綱第５条に規定する委員長に、審査会開催３週

間前までに提出しなければならない。 

５ 審査会又は各部会は、必要と認める場合に、当該所属長から病歴書、検査成績書、エック

ス線写真、心電図等の資料の提出を求めることができる。 

６ 審査会又は各部会が要綱第８条第５項に規定する審査及び判定に必要と認める者に対し

て出席を求める通知は、人事主管課長が行うものとする。 

 

 （判定区分） 

第６条 審査会又は各部会は、別表に掲げる判定区分により職員の判定を行うものとする。 

２ 審査会又は各部会は、要綱第２条各号に規定する職員のうち精神神経系疾患により別表の

判定区分による区分（以下この項及び次項において「区分」という。）を要療養又は要軽業

と判定した者について、その区分が要注意と判定されるまで引き続き審査を行うものとする。 

３ 前項において、審査会又は各部会は、区分を要軽業又は要注意と判定した者の勤務状況及

び健康状態の把握について、人事主管課長を通じて所属長に指示するものとする。 

４ 所属長は、前項の職員の勤務状況及び健康状態を把握し、人事主管課長を経由して次回の

審査会又は各部会に提出しなければならない。 

５ 市町村等教育委員会において、第２項に規定する審査を引き続き希望する場合も、前項に

より提出するものとする。 

 

 （回議） 

第７条 委員長又は要綱第７条に規定する部会長が緊急を要すると認める事項又は軽易と認

める事項については、該当委員への持ち回り審議をもって審査会又は各部会の審議に代える

ことができる。 

 

 （判定結果） 

第８条 委員長は、審査会又は各部会の判定の結果を保健厚生課長を経由して人事主管課長に

通知するものとする。 

２ 人事主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに要綱第２条第１号に規

定する職員については当該所属長に、要綱第２条第２号に規定する職員については当該市町

村等教育委員会に、それぞれその結果を通知するものとする。 

３ 市町村等教育委員会は、前項により通知を受けたときは、当該所属長にその結果を通知す

るものとする。 

 

 （被審査者管理票） 

第９条 保健厚生課長は、第２条及び第３条の規定による審査及び判定を受けた被審査者の管

理を行うため、被審査者管理票（様式５）を作成し、審査及び判定の結果等を記録するもの

とする。 

２ 被審査者管理票の保存期間は、被審査者の離職後５年とする。 

 



 

   附 則 

この細則は、平成15年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成16年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成19年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成21年３月26日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成21年４月20日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、平成23年11月１日から施行する。 

 

附 則 

この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （別 表） （第６条関係） 

  判 定 区 分  内            容 

要療養 Ａ１ 

 １ 休暇・休職等の方法で、療養のため必要な期間勤務を休む 

  必要があるもの 

 ２ 休暇・休職等の方法で勤務を休み、一定期間経過観察を行 

   い、職場復帰訓練を要するもの 

 ３ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

要軽業 

Ｂ１ 
 １ 一定期間勤務に制限を加え、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

Ｂ２ 

 １ 一定期間勤務に制限を加え、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医 

  師の観察指導を必要とするもの 

要注意 

Ｃ１ 
 １ 勤務をほぼ平常に行い、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

   Ｃ２ 

 １ 勤務をほぼ平常に行い、必要な観察指導を要するもの 

 ２ 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医 

  師の観察指導を必要とするもの 

  健 康    Ｄ３ 

 １ 勤務を平常に行うことができるもの 

 ２ 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの 

 （注）この判定区分は、長野県教育委員会職員安全衛生管理規程第18条に規定する指導  

   区分に対応するものである。 



長野県教育委員会職員ストレスチェック実施要領 
 

 

 

１ 目 的 

労働安全衛生法第 66条の 10の規定及び「長野県教職員精神保健管理実施要綱」第３条に基

づき、職員の心理的な負担の程度を把握し、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、

その結果の集計・分析を職場環境の改善につなげ、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止す

ることを目的に、ストレスチェックを実施するために必要な事項を定める。 

 

２ 実施対象者 

(1)県教育委員会事務局（本庁、現地機関）及び教育機関（県立学校を含む）に勤務する常勤

職員（特別職の職員、任期付職員、再任用職員、臨時的任用職員及びフルタイム会計年度任

用職員を含む。） 

(2)任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員のうち、

次の要件を全て満たす者 

ア 任用期間が１年以上であること（再度の任用により１年以上任用されることが予定さ

れる者又は再度の任用により１年以上任用されている者を含む。） 

イ 週の所定勤務時間が常勤職員の概ね１／２以上であること 

 

３ 実施体制 

  ストレスチェックは、業務を外部に委託することとし、以下の体制により実施するものとす

る。 

 (1)実施代表者 

教育委員会本庁産業医 

 (2)実施者 

次の者による共同実施体制とする。 

ア 教育委員会事務局保健厚生課福利係保健師 

イ 業務委託先の医師等 

 (3)実施事務従事者 

ア 教育委員会事務局保健厚生課福利係の職員安全衛生担当者 

イ 業務委託先の事務従事者 

 

４ 実施時期 

ストレスチェックは、毎年、業務の繁忙期を避け、原則として６月から８月の間に実施する

ものとする。 

  また、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導については、ストレスチェック実

施後に行うものとする。 

 

５ ストレスチェックの実施方法等 

  ストレスチェックに用いる調査票、実施方法、ストレスの程度の評価方法などの具体的事項

は別に定める。 

なお、ストレスチェックの受検は、実施対象者の任意によるもので強制されるものではない

ものとする。 

 

６ 受検の勧奨及び結果の通知、提供 

(1)所属長は、所属職員に対し、ストレスチェックを受検するよう勧奨するものとする。 

(2)実施者は、制度の趣旨を踏まえ、実施対象者全員が受検できるよう受検状況を確認し、受

検していない職員に対して受検を勧奨するものとする。 



 (3)実施者は、ストレスチェックを受けた職員（以下「受検職員」という。）に対し、遅滞なく

ストレスチェックの結果をシステム画面表示等により直接通知するものとする。 

(4)実施者は、ストレスチェック結果を受検職員の同意を得ることなく、所属長ほか受検職員

以外の者に提供してはならないものとする。 

(5)所属長が、所属内の受検職員のストレスチェック結果を必要とするときは、当該受検職員

がストレスチェック結果を受領した後に同意を得て、実施者に対して提供を依頼すること

ができるものとする。この場合、「ストレスチェック結果提供依頼書」（様式第１号）に当該

職員の「ストレスチェック結果提供同意書」（様式第２号）を添付して請求するものとする。 

(6)実施者が所属長に提供するストレスチェック結果の情報は、受検職員に通知した情報と同

じものとする。 

 

７ 面接指導 

(1)面接指導を担当する医師（以下「面接指導医師」という。）は、総括安全衛生管理者が指定

する医師とする。 

(2)実施者は、ストレスチェックの結果、ストレスの程度が高く、医師による面接指導が必要

と判断した受検職員に対して、医師面接指導の対象者である旨をシステム画面表示等によ

り通知し、期限を定めて面接指導の申出をするよう勧奨するものとする。 

(3)受検職員が面接指導を希望するときは、「面接指導申出書」（様式第３号）にストレスチェ

ック結果の写を添付し、原則として所属長に申し出るものとするが、保健厚生課保健師を経

由して申し出ることもできることとする。 

 (4)所属長は、受検職員から医師の面接指導を希望する旨の申出を受けた場合は、遅滞なく「面

接指導申出書」の写を保健厚生課長に送付するものとする。 

(5)保健厚生課長は、面接指導の申出をした受検職員及び面接指導医師と連絡調整の上、面接

指導の日程を決定し、所属長に連絡するものとする。 

(6)所属長が面接指導医師に面接指導を依頼するときは、「面接指導依頼書」（様式第４号）及

び「面接指導対象者情報書」（様式第５号）により、保健厚生課長を経由して行うものとす

る。 

(7)面接指導医師からの面接指導結果の報告及び意見は、「面接指導結果報告書及び就業上の

措置に係る意見書」（様式第６号）によることとし、保健厚生課長を経由して所属長に行う

ものとする。 

(8)面接指導に係る具体的事項は別に定める。 

 

８ 就業上の措置 

(1)所属長は、面接指導医師の意見に基づき、職員に対して就業上の措置が必要と認めるとき

は、対象職員と十分な話し合いを行い、就業上の措置を講ずるものとする。 

(2)所属長は、就業上の措置を講じたときは、「就業上の措置に関する報告書」（様式第７号）

により保健厚生課長にその内容を報告するものとする。なお、現地機関等においては、それ

を所管する課長（以下「所管課長」という。）にも同様に報告するものとする。 

(3)所属長は、保健厚生課保健師及び現地機関等においてはそれを所管する課（以下「所管課」

という。）と相互の連携を密にし、対象職員のストレスの軽減を図るよう努めるものとする。 

 

９ 集団分析及び分析結果による職場環境の改善 

(1)実施者が行う集団分析は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュア

ル」（平成 27年５月、厚生労働省）で示された「仕事とストレスの判定図」に準拠した手法

で行い、集計・分析した結果を当該所属長に通知するものとする。なお、受験職員数が 10

人未満の所属については、原則として実施しないものとする。 

 (2)集団ごとの集計・分析に係る具体的事項は別に定める。 

(3)所属長は、集計・分析結果を所属所安全衛生委員会に報告するものとする。また、集計・

分析結果に基づき、当該所属の職員の心理的な負担を軽減するため、職場環境の改善等に必

要な措置を検討し、所属所安全衛生委員会の意見を踏まえて職場環境の改善を進めるもの



とする。所属職員数が 50人未満で所属所安全衛生委員会を設置していない所属においては、

「職員の意見を聞き、協議する機会」を設けるなど集計・分析結果を共有し職場環境改善に

ついて協議を行うものとする。 

(4)所属長は、分析結果を基に講じた職場環境の改善措置について「所属所安全衛生委員会開

催（協議結果）報告書」により、その内容を総括安全衛生管理者へ報告するものとする。 

(5)実施者は、職員全体のストレスチェックの結果を分析した報告書を、総括安全衛生管理者

へ報告するものとする。 

 

10 職員に対する不利益な取扱いの禁止 

  所属長は、ストレスチェック及び面接指導において把握した受検職員の健康情報に基づき、

受検職員に対して健康の確保に必要な範囲を超えて、次に定める不利益な取扱いをしてはな

らない。 

(1)受検職員が面接指導の申出をしたことを理由とした不利益な取扱い 

(2)医師の面接指導を行わず、ストレスチェックの実施結果のみを理由とした不利益な取扱い 

(3)職員がストレスチェックを受けないこと、又は面接指導の要件を満たしているにもかかわ

らず面接指導の申出を行わないことを理由とした不利益な取扱い 

(4)ストレスチェック結果を所属長に提供することに同意しないことを理由とした不利益な取

扱い 

(5)就業上の措置の実施に当たり、医師による面接指導を行うこと又はその結果に基づく必要

な措置について医師の意見を徴取すること等の法令上求められる手順に従わないで行う不

利益な取扱い 

(6)就業上の措置の実施に当たり、面接指導医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内とな

っていないもの又は職員の実情が考慮されていないもの等法令上求められる要件を満たさ

ない内容の不利益な取扱い 

(7)面接指導の結果を理由として不当な動機、目的を持ってなされたと判断されるような不利

益な取扱い 

 

11 記録の保存 

(1)実施者は、ストレスチェックの記録、面接指導に関する記録及び集団ごとの集計・分析結

果の記録等を５年間保存するものとする。 

  なお、ストレスチェックを外部機関に委託して実施した場合には、委託業者にストレスチ

ェック結果の記録を５年間保管させるものとし、保管期間が経過した時点で破棄するもの

とする。 

(2)所属長は、６(5)の手続により実施者からストレスチェック結果の提供を受けたときは、

「職員の同意により提供を受けたストレスチェック結果の記録」（様式第８号）を作成し、

これを５年間保存するものとする。 

(3)所属長は、７(7)により面接指導医師から面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意

見書（様式第６号）を受けたときは、これを５年間保存するものとする。 

(4)ストレスチェック結果等の書類やデータは、第三者に閲覧されることがないよう、書類は

キャビネットに鍵を掛けて保管し、電子データはパスワードを設定して適切に保存しなけ

ればならない。 

 

12 ストレスチェックに関する情報管理 

(1)受検職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写は、所属長が保有し、他へ提

供してはならない。 

(2)面接指導医師から提出された面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書（様式第

６号）は、所属長のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報

に限定して、当該職員の上司及び職員の健康管理を担当する職員に提供する。 

 

 



〈様式〉 

第１号 ストレスチェック結果提供依頼書 

第２号 ストレスチェック結果提供同意書 

第３号 面接指導申出書 

第４号 面接指導依頼書 

第５号 面接指導対象者情報書 

第６号 面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書 

第７号 就業上の措置に関する報告書 

第８号 職員の同意により提供を受けたストレスチェック結果の記録 

 



 

 

（様式第１号） 

ストレスチェック結果提供依頼書 

 

 

第  号 

  年  月  日 

 

 

（保健厚生課） 

ストレスチェック実施者 様 

 

 

（所属長名） 

 

 

 

 

 下記職員に係る    年度のストレスチェック結果の提供をお願いします。 

 

 

記 

 

 

職 員 番 号 職 氏 名 提供を求める理由 

    

    

    

    

    

 

 

※添付書類：様式第２号 

 



 

 

（様式第２号） 

ストレスチェック結果提供同意書 

 

 

年  月  日 

 

 

（保健厚生課） 

ストレスチェック実施者 様 

 

 

所 属 名            

  職氏名（署名）          

職員番号           

 

 

 

 

 私の    年度のストレスチェック結果を所属長へ提供することについて同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第３号） 

面 接 指 導 申 出 書 

 

 

年  月  日 

 

 

（所属長） 

             様 

 

 

所 属 名             

職 氏名             

職員番号             

 

 

 

 

 私は、ストレスチェックの結果を受け、下記の内容を了承の上、医師の面接指導を希望します。 

 

 

記 

 

 

 １ 面接指導を行う医師には、所属長からあなたの勤務状況等の情報が事前に提供されます。 

 

 ２ 面接指導を希望した場合は、所属長及び教育委員会にあなたのストレスチェックの結果が送

付され、面接指導後には面接指導の結果（就業上の措置に関する意見・内容等）も送付されま

す。 

 

 

 

 

 

 

※この申出書は保健厚生課の保健師を窓口として提出することもできます。 

 

※ストレスチェック結果の写を添付すること。 

 



 

 

（様式第４号） 

面 接 指 導 依 頼 書 

 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

（面接指導医師） 

            様 

 

 

  （所属長）             

  

 

 

 

 

 ストレスチェックの結果、下記職員から面接指導の申出がありましたので、面接指導をお願いし

ます。 

 なお、面接指導結果につきましては、別添の報告書及び就業上の措置に係る意見書の提出をお願

いします。 

 

 

記 

 

 

 （係名、職名、氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付資料：様式第５号 

 



 

 

（様式第５号） 

                              年  月  日 

面接指導医師 様 

（所属長）所属名             

氏 名             

所属電話番号          

 

面 接 指 導 対 象 者 情 報 提 供 書 

 

 面接指導を受ける職員の勤務状況等に関して、次のとおり情報提供します。 

所属名  職員番号  氏 名  

年 齢        歳 性  別 男・女 職 種  

職 名  雇用形態  

直近の労働時間（  月分） 総労働時間           時間／月 

（うち時間外労働時間      時間／月） 

（うち休日労働時間       時間／月） 

過去半年間の時間外労働時間     平均          時間／月 

月分総労働日数実績    日／月（うち休日出勤日数  日／月） 

月分有給休暇取得日数                  日／月 

月分欠勤日数                  日／月 

業務内容 

※責任の重さを含む 
 

職場環境 
 

職員の様子 

※該当項目に○ 

１ 遅刻、早退が増える 

２ 仕事に積極性がなくなる 

３ 残業、休日出勤が不釣合いに増える 

４ 仕事の能率が悪い。思考力・判断力が低下している 

５ 業務の結果がなかなか現れない 

６ 報告や相談、職場での会話が減った 

７ 表情に活気がなく、動作に元気がない 

８ 不自然な言動が目立つ 

９ ちょっとしたミスが目立つ 

10 衣服が乱れたり、不潔であったりする 

11 イライラしたり、落ち着きがない 

12 周囲に無関心になっている 

13 考え込んだり、ひとり言、ひとり笑いをする 

14 自殺を口にしている 

15 その他（                          ） 

備  考 
 



（様式第６号） 

 
医師の所属先   年  月  日（実施年月日） 

 医師氏名（署名）  

 

面 接 指 導 結 果 報 告 書 

対 象 者 

職員番号  
所属名  

氏 名  
男・女 年齢    歳 

勤務の状況 

（労働時間、 

労働時間以外の要因） 

 

心理的な負担の状況 

（ストレスチェック結果） 

A.ストレスの要因     点 

B.心身の自覚症状     点 

C.周囲の支援       点 

（医学的所見に関する特記事項） 

 

 

 

その他の心身の状況 0．所見なし  1．所見あり（                         ） 

面
接
医
師
判
定 

本人への指導区分 
 

※複数選択可 

0．措置不要 

1．要保健指導 

2．要経過観察 

3．要再面接（時期：          ） 

4．現病治療継続 又は 医療機関紹介 

（その他特記事項） 

就 業 上 の 措 置 に 係 る 意 見 書 

就業区分 0．通常勤務   1．就業制限・配慮   2．要休業 

就

業

上

の

措

置 

労働時間の短縮 

（考えられる 

ものに○） 

0．特に指示なし 
4．変形労働時間制または裁量労働制の対象からの除外 

 

1．時間外労働の制限       時間／月まで 
5．就業の禁止（休暇・休養の指示） 

 

2．時間外労働の禁止 
6．その他 

 

 

 

3．就業時間を制限 

   時   分 ～   時   分 

労働時間以外 

の項目 

（考えられるものに 

○を付け、 

措置の内容を 

具体的に記述） 

主要項目 a. 就業場所の変更 b. 作業の転換 c. 深夜業の回数の減少 d. 昼間勤務への転換 e. その他 

1） 

2） 

3） 

措置期間     日 ・ 週 ・ 月  又は    年  月  日～    年  月  日 

職場環境の改善に 

関する意見 
 

医療機関への 

受診配慮等 
 

その他 

（連絡事項等） 
 



 

 

（様式第７号） 

就 業 上 の 措 置 に 関 す る 報 告 書 

 

 

保健厚生課長 様 

所 管 課 長  様 

 

 

（所属長）             

  

 

 

 ストレスチェック実施要領の８（２）により次のとおり報告します。 

 

 

職 員 番 号 
 

 

職 
 

 

氏 名 
 

 

就業上の措置の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第８号） 

職員の同意により提供を受けたストレスチェック結果の記録 

 

 

[５年間保存] 

 

 

No 
提供を受けた 

年月日 
職員番号 所属名 職 名 氏 名 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

※１件ごとに、「ストレスチェック結果提供同意書」（様式第２号）及び提供を受けたストレス  

チェック結果の写しを添付すること。 

 

 ※（根拠条文）労働安全衛生規則第 52条の 13項２項 

 



 

長時間勤務による健康障害防止のための医師による面接指導実施要領 

 

 

 

１ 対象者 

面接指導の対象者は、長野県教育委員会職員安全衛生管理規程（以下「規程」という。）

第２条第４号に規定する職員のうち、次の（１）から（５）のいずれかに該当する者（以

下「対象者」という。）とする。 

ただし、（２）及び（３）の対象者のうち１月以内に面接指導を受けた職員その他こ

れに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医又は職員健康管理医

（以下「産業医等」という。）が認めた者は除く。 

（１）休憩時間を除き１週間当たり 38 時間 45 分を超えて勤務した場合におけるその超

えた時間（以下「時間外勤務時間」という。）が１箇月（月の初日から末日までの期

間をいう。以下同じ。）当たり 100 時間以上の職員 

（２）１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４

箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の１箇月当

たりの平均時間が 80 時間を超えた職員（（１）に該当する職員を除く。以下、「２～

６箇月平均で 80 時間を超えた職員」という。） 

（３）時間外勤務時間が１箇月当たり 80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職

員（（１）及び（２）に該当する職員を除く。） 

（４）（３）に準ずる職員のうち、産業医等が必要と認める者 

（５）時間外勤務に起因した健康障害等により本人から申し出のあった職員 

 

２ 面接指導医師 

（１）面接指導は、教育委員会事務局の本庁及び常時 50 人以上の職員が勤務する教育

機関（県立学校を含む。）にあっては規程第10条に規定する産業医（産業医等が配置

されていない教育委員会事務局の現地機関及び教育機関にあっては本庁の産業医）

が、常時 50 人未満の職員が勤務する県立学校にあっては規程第 11 条に規定する職

員健康管理医が、それぞれ行うものとする。 

（２）対象者が産業医等による面接指導を希望しない場合は、産業医等以外の医師が行

う本実施要領３（２）ウに準ずる面接指導を受け、その結果を証明する書面を所属

長に提出することにより代えることができるものとする。 

 

３ 実施方法 

 （１）所属長による通知及び勧奨等 

①１（１）及び（２）の対象者 

ア 所属長は、対象者に対し、別紙１－１又は別紙１－２「時間外勤務時間に関す

る通知」により時間外勤務時間に関する情報及び面接指導の対象である旨を通知

するとともに別紙２「長時間勤務問診票（以下「問診票」という。）」を配布し、

対象者に「問診票」を記入してもらうものとする。 



 

イ 所属長は、対象者と面談を行うことにより、対象者の疲労の蓄積及び心身の状

況から面接指導の必要性を判断し、健康への配慮が必要と認められる場合は、医

師による面接指導を受けるよう積極的に勧奨するものとする。 

ウ 面接指導を受ける者は、別紙３「面接指導記録票（以下「指導記録票」という。）」

に必要事項を記入の上、「問診票」と併せて所属長に提出するものとする。 

②１（３）の対象者 

ア 所属長は、対象者に対し、別紙１－３「時間外勤務時間に関する通知」により

時間外勤務時間に関する情報及び面接指導の対象である旨を通知するとともに

「問診票」を配布し、対象者に「問診票」を記入してもらうことにより自身の疲

労の蓄積の有無を確認するよう勧奨するものとする。 

イ 面接指導は対象者の申し出により行うものとするが、所属長は対象者と面談 

を行うことにより、疲労の蓄積が認められる対象者に対しては医師による面接指

導の申し出を行うよう勧奨するものとする。 

ウ 面接指導を申し出る者は、「指導記録票」に必要事項を記入の上、「問診票」と

併せて所属長に提出するものとする。 

③１（４）の対象者 

ア 所属長は、対象者に対し、別紙１－４「時間外勤務時間に関する通知」により

時間外勤務時間に関する情報及び面接指導の対象である旨を通知するとともに

「問診票」を配布し、対象者に「問診票」を記入してもらうものとする。 

イ 所属長は、対象者と面談を行うことにより、対象者の疲労の蓄積及び心身の状

況を把握するとともに、産業医等が面接指導の必要性を認めている旨を伝え、医

師による面接指導を受けるよう積極的に勧奨するものとする。 

ウ 面接指導を受ける者は、「指導記録票」に必要事項を記入の上、「問診票」と併

せて所属長に提出するものとする。 

  ④１（５）の対象者 

   ア 所属長は、対象者に対して「問診票」を配布し、対象者に「問診票」を記入し

てもらうものとする。 

   イ 面接指導を申し出た者は、「指導記録票」に必要事項を記入の上、「問診票」と

併せて所属長に提出するものとする。 

 （２）面接指導の実施 

ア 県立学校及び常時 50 人以上の職員が勤務する県立学校以外の教育機関（以下

「県立学校等」という。）の所属長は、（１）①及び（１）③により面接指導を受

ける者並びに（１）②及び（１）④により面接指導を申し出た者（以下、「面接

指導実施者」という。）について別紙４「長時間勤務者名簿（以下「名簿」とい

う。）」を作成するとともに、所属所の衛生管理者又は衛生推進者（以下「衛生管

理者等」という。）と協力して速やかに産業医等と日程等を調整の上、面接指導

実施日を面接指導実施者に通知するものとする。 

イ 教育委員会事務局の本庁及び現地機関並びに産業医が配置されていない県立

学校以外の教育機関（以下「事務局等」という。）の所属長は、面接指導実施者

について「名簿」を作成し「問診票」及び「指導記録票」を添付して保健厚生課



 

長へ提出するものとし、保健厚生課長は、速やかに本庁の産業医と日程等を調整

の上、面接指導実施日を当該所属長を経由して面接指導実施者に通知するものと

する。 

ウ 産業医等は、「問診票」及び「指導記録票」等を参考に面接指導を実施し、面接

指導実施者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況及び心身の状況等を確認し、必要な

指導を行うものとする。 

エ 面接指導を行った産業医等は、「指導記録票」に指導事項等を記入し、県立学校

等の面接指導実施者分については所属長に、事務局等の面接指導実施者分につい

ては保健厚生課長を経由して当該所属長に、それぞれ速やかに提出するものとす

る。 

 

４ 実施後の措置 

（１）「指導記録票」の提出を受けた県立学校等の所属長は、以下の措置を講ずるもの

とする。 

ア 当該面接指導を行った産業医等から、面接指導の結果に基づき面接指導実施者

の健康を保持するために必要な措置についての意見の聴取等 

イ 産業医等からの意見聴取等に基づく必要な措置 

ウ 面接指導実施者に対する適切な健康管理・指導 

（２）「指導記録票」の提出を受けた保健厚生課長は、以下の措置を講ずるものとする。 

ア 当該面接指導を行った本庁の産業医から、面接指導の結果に基づき面接指導実

施者の健康を保持するために必要な措置についての意見の聴取等 

イ 本庁の産業医からの意見聴取等に基づく必要な措置について、当該所属長との

協議及び必要な措置 

ウ 面接指導実施者に対する当該所属長との協働による適切な健康管理・指導 

 

５ 記録の保存 

記録票は、面接指導実施者の所属所において面接指導実施後５年間保存するものとす

る。 

 

６ 秘密の保持 

面接指導の実施に従事した者は、その実施に関して知りえた職員の個人情報等を漏ら

してはならない。 

 

７ 総括安全衛生管理者への報告 

（１）県立学校等の所属長は、前月の面接指導結果等を別紙５「面接指導実施結果報告

書」により速やかに保健厚生課長を経由の上、総括安全衛生管理者に報告するもの

とする。 

（２）保健厚生課長は、事務局等に係る前月の面接指導結果等を別紙５「面接指導実施

結果報告書」により速やかに総括安全衛生管理者に報告するものとする。 

 



 

８ 産業医等に対する長時間勤務者に関する情報の提供 

（１）県立学校等の所属長は、１箇月の職員の時間外勤務時間を翌月初めに確認し、１

箇月当たり 80 時間を超えた職員及び２～６箇月平均で 80 時間を超えた職員がいた

場合は別紙６－１又は別紙６－２「長時間勤務職員に関する報告書」を作成し、毎

月 10 日までに産業医等へ提出するものとする。 

（２）事務局等の所属長は、１箇月の職員の時間外勤務時間を翌月初めに確認し、１箇

月当たり 80 時間を超えた職員及び２～６箇月平均で 80 時間を超えた職員がいた場

合は別紙６－３「長時間勤務職員に関する報告書」を作成し、毎月 10 日までに保健

厚生課長を経由の上、本庁の産業医へ提出するものとする。 

（３）（１）及び（２）において該当者がいない場合も、その旨の情報を産業医等に提

供するものとする。 

 

９ その他 

（１）産業医等は、職員に対して面接指導の申し出を行うよう勧奨することができるも

のとする。 

（２）保健厚生課長及び所属長は、産業医等及び衛生管理者等と連携し、長時間勤務に

対する職員の健康の保持増進のための措置を講じるものとする。 

（３）１の対象者に準ずる職員については、保健厚生課の保健師による面接指導等を行

うものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成 18 年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この要領は、平成 30 年４月１日から適用する。 

 

附 則 

  この要領は、平成 31 年４月１日から適用する。 

 

附 則 

  この要領は、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

  この要領は、令和３年４月１日から適用する。 



別紙１－１（実施要領１（１）に該当する職員用） 

時間外勤務時間に関する通知 

 

 

 氏 名            様 

        

        所属長名             

 

 

あなたの時間外勤務時間が１箇月当たり 100 時間以上でしたので、労働安全衛生規則第 52 条の２第

３項の規定により、下記のとおり通知します。併せて、医師による面接指導の対象者であることも申し

添えます。 

 

 

記 

 

 

対象年月 年    月 

時間外勤務時間 時間    分 

 

・時間外・休日勤務が長時間に及ぶと、脳疾患や心臓疾患など健康障害のリスクが高まるとされてい

ます。別紙２「長時間勤務問診票」も併せて配布しますので、ご自身でチェックしていただき、あ

なた自身の健康のためにも速やかに医師による面接指導を受けてください。 

・医師による面接指導を受ける場合は、別紙３「面接指導記録票」にも記入の上、別紙２と併せて所

属長に提出してください。 

・なお、面接にあたっては、医師に勤務時間や健康管理等を行うために必要な情報が提供されますが、

面接指導で知り得た情報は、あなたの許可なく所属長等に伝わることはありませんので、安心して

面接指導を受けてください。 

 

 

人事院規則の改正により、職員の健康管理等を強化するため、休憩時間を除き 1 週間当たり 38

時間 45分を超えて勤務した場合におけるその超えた時間が 1箇月当たり 100時間以上の職員は、

医師による面接指導の対象となります。 

また、時間外勤務時間が 1 箇月当たり 80 時間を超えた場合及び２～６箇月平均で 80 時間を超

えた場合は、職員の氏名及び時間外勤務時間に関する情報を医師に提供することとなりました。 



別紙１－２（実施要領１（２）に該当する職員用） 

時間外勤務時間に関する通知 

 

 

 氏 名            様 

        

        所属長名             

 

 

あなたの時間外勤務時間が１箇月当たりの平均で 80 時間を超えていましたので、労働安全衛生規則

第 52 条の２第３項の規定により、下記のとおり通知します。併せて、医師による面接指導の対象者で

あることも申し添えます。 

 

 

記 

 

 

対象年月 年    月 ～    年    月 

時間外勤務時間（月平均） 時間    分 

 

・時間外・休日勤務が長時間に及ぶと、脳疾患や心臓疾患など健康障害のリスクが高まるとされてい

ます。別紙２「長時間勤務問診票」も併せて配布しますので、ご自身でチェックしていただき、あ

なた自身の健康のためにも速やかに医師による面接指導を受けてください。 

・医師による面接指導を受ける場合は、別紙３「面接指導記録票」にも記入の上、別紙２と併せて所

属長に提出してください。 

・なお、面接にあたっては、医師に勤務時間や健康管理等を行うために必要な情報が提供されますが、

面接指導で知り得た情報は、あなたの許可なく所属長等に伝わることはありませんので、安心して

面接指導を受けてください。 

 

 

人事院規則の改正により、職員の健康管理等を強化するため、休憩時間を除き 1 週間当たり 38

時間 45 分を超えて勤務した場合におけるその超えた時間が２～６箇月平均で 80時間を超えた職

員は、医師による面接指導の対象となります。 

また、時間外勤務時間が 1 箇月当たり 80 時間を超えた場合及び２～６箇月平均で 80 時間を超

えた場合は、職員の氏名及び時間外勤務時間に関する情報を医師に提供することとなりました。 



別紙１－３（実施要領１（３）に該当する職員用） 

時間外勤務時間に関する通知 

 

 

 氏 名            様 

        

        所属長名             

 

 

あなたの時間外勤務時間が１箇月当たり 80時間を超えていましたので、労働安全衛生規則第 52条の

２第３項の規定により、下記のとおり通知します。併せて、医師による面接指導の対象者であることも

申し添えます。 

 

 

記 

 

 

対象年月 年    月 

時間外勤務時間 時間    分 

 

・時間外・休日勤務が長時間に及ぶと、脳疾患や心臓疾患など健康障害のリスクが高まるとされてい

ます。別紙２「長時間勤務問診票」も併せて配布しますので、ご自身でチェックしていただき、疲

労の蓄積が確認された場合は、あなた自身の健康のためにも速やかに医師による面接指導を受けま

しょう。 

・医師による面接指導を申し出る場合は、別紙３「面接指導記録票」にも記入の上、別紙２と併せて

所属長に提出してください。 

・なお、面接にあたっては、医師に勤務時間や健康管理等を行うために必要な情報が提供されますが、

面接指導で知り得た情報は、あなたの許可なく所属長等に伝わることはありませんので、安心して

面接指導を受けてください。 

 

 

労働安全衛生法及び人事院規則の改正により、職員の健康管理等を強化するため、休憩時間を

除き 1 週間当たり 38 時間 45 分を超えて勤務した場合におけるその超えた時間が 1 箇月当たり

80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員は、医師による面接指導の対象となります。 

また、時間外勤務時間が 1 箇月当たり 80 時間を超えた場合及び２～６箇月平均で 80 時間を超

えた場合は、職員の氏名及び時間外勤務時間に関する情報を医師に提供することとなりました。 



別紙１－４（実施要領１（４）に該当する職員用） 

時間外勤務時間に関する通知 

 

 

 氏 名            様 

        

        所属長名             

 

 

あなたの時間外勤務時間が１箇月当たり 80 時間に準ずる状況が続いており、産業医又は職員健康管

理医が健康状態の確認が必要な職員と認めていますので、労働安全衛生規則第 52 条の２第３項の規定

に準じて、下記のとおり通知します。併せて、医師による面接指導の対象者であることも申し添えます。 

 

 

記 

 

 

対象年月 年    月 （～    年    月） 

時間外勤務時間（月平均） 時間    分 

 

・時間外・休日勤務が長時間に及ぶと、脳疾患や心臓疾患など健康障害のリスクが高まるとされてい

ます。別紙２「長時間勤務問診票」も併せて配布しますので、ご自身でチェックしていただき、あ

なた自身の健康のためにも速やかに医師による面接指導を受けてください。 

・医師による面接指導を受ける場合は、別紙３「面接指導記録票」にも記入の上、別紙２と併せて所

属長に提出してください。 

・なお、面接にあたっては、医師に勤務時間や健康管理等を行うために必要な情報が提供されますが、

面接指導で知り得た情報は、あなたの許可なく所属長等に伝わることはありませんので、安心して

面接指導を受けてください。 

 

 

労働安全衛生法、人事院規則及び本実施要領の改正により、職員の健康管理等を強化するため、

休憩時間を除き 1 週間当たり 38時間 45 分を超えて勤務した場合におけるその超えた時間が 1箇

月当たり 80 時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員及びそれに準ずる職員で産業医又は

職員健康管理医が必要と認めた職員は、医師による面接指導の対象となります。 

また、時間外勤務時間が 1 箇月当たり 80 時間を超えた場合及び２～６箇月平均で 80 時間を超

えた場合は、職員の氏名及び時間外勤務時間に関する情報を医師に提供することとなりました。 



 

 

別紙２ 

              長 時 間 勤 務 問 診 票 

所 属 名  記入年月日 年   月   日 

所属コード  職   種  

職 員 番 号  生 年 月 日 ・   ・   生（  歳） 

氏   名  実 施 要 領 

１（  ）該当 

年  月  

（～  年  月） 
時間  分／月（平均） 

前回の面接指導実施日   年  月  日 

 

Ⅰ 今の体調で、あてはまる項目にチェック（又は記入）をしてください。 

１ 既往歴 □ 無 □ 有【病名等：                           】 

２ 治療中の病気 □ 無 □ 有【病名等：                           】  

３ その他自覚症状 □ 無 □ 有【                               】 

 

Ⅱ あなたの疲労蓄積度をチェックしてください。 

 １ 最近１か月の自覚症状について、最もあてはまる項目にチェックをしてください。 

１ イライラする □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

２ 不安だ □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

３ 落ち着かない □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

４ 憂うつだ □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

５ よく眠れない □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

６ 身体の調子が悪い □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

７ 物事に集中できない □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

８ することに間違いが多い □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

９ 仕事中強い眠気に襲われる □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

10 やる気がでない □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

11 へとへとだ（運動後を除く） □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

12 朝起きたときぐったりした疲れを感じる □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

13 以前と比べて疲れやすい □  殆どない（０） □  時々ある（１） □  よくある（３） 

〈自覚症状の評価〉各々の答えの（ ）の点数を全て加算して下さい。 合計    点 

Ⅰ ０～４点 Ⅱ ５～１０点 Ⅲ １１～２０点 Ⅳ ２１点以上 

 ２ 最近１か月の勤務状況について、最もあてはまる項目にチェックをしてください。 

１ １か月の時間外勤務に対する負担 □  適当  （０） □ 多い  （１） □ 非常に多い （３） 

２ 不規則な勤務（予定の変更・突然の仕事） □ 少ない （０） □ 多い  （１）    － 

３ 出張に伴う負担（頻度・拘束時間） □ 小さい （０） □ 大きい （１）    － 

４ 深夜勤務に伴う負担 □ 小さい （０） □ 大きい （１） □ 非常に大きい（３） 

５ 休憩・仮眠の時間数及び設備 □ 適切   （０） □ 不適切 （１）    － 

６ 仕事についての精神的負担 □ 小さい （０） □ 大きい （１） □ 非常に大きい（３） 

７ 仕事についての身体的負担 □ 小さい （０） □ 大きい （１） □ 非常に大きい（３） 

〈勤務状況の評価〉各々の答えの（ ）の点数を全て加算して下さい。 合計    点 

Ａ ０点 Ｂ １～２点 Ｃ ３～５点 Ｄ ６点以上 

 ３ 総合判定 

●裏面の表を用い、自覚症状、勤務状況の評価から、あなたの仕事による負担度の点数（0～7）をもとめてく

ださい。 



 

 

（裏 面） 

 

【仕事による負担度点数】 

区   分 
            勤 務 状 況 の 評 価 

Ａ（０点） Ｂ（１～２点） Ｃ（３～５点） Ｄ（６点以上） 

自 

覚 

症 

状 

の 

評 

価 

Ⅰ（0～4点） ０ ０ ２ ４ 

  Ⅱ（5～10点） ０ １ ３ ５ 

  Ⅲ（11～20 点） ０ ２ ４ ６ 

  Ⅳ（21点以上） １ ３ ５ ７ 

 

   あなたの仕事による負担度の点数      点 

 

【疲労度の判定】 

点   数 仕 事 に よ る 疲 労 度 

判 

 

定 

０～１ 低いと考えられる 

２～３ やや高いと考えられる 

４～５ 高いと考えられる 

６～７ 非常に高いと考えられる 

 

★ 負担度の点数が２～７点の人は、疲労が蓄積されている可能性があります。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 精神疲労度 

 最近のあなたの様子について、あてはまる項目をチェックして下さい。 

１ 毎日の生活に充実感がない  □ はい  □ いいえ 

２ これまで楽しんでやれたことがたのしめなくなった  □ はい  □ いいえ 

３ 以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じる  □ はい  □ いいえ 

４ 自分が役に立つ人間だと思えない  □ はい  □ いいえ 

５ 訳もなく疲れたような感じがする  □ はい  □ いいえ 

 

           各々の答えの「はい」が       個 

 

★ 「はい」が２個以上ある場合は、疲労からうつ病になるおそれがあります。 

 

 

 

※別紙１「時間外勤務に関する通知」と併せて職員に配布してください。 

※医師による面接指導を受ける職員又は申し出る職員は、別紙 3「面接指導記録票」も併せて所属長

に提出して下さい。 

 

              参考：このチェックリストは、主に産業医学振興財団が作成したものを引用しました。 

◆ ２の〈勤務状況の評価〉の１～７の設問項目に対する回答が“０”以外（“１”又は“３”）の場合は、当該設

問項目の改善が必要です。 

◆ 個人の裁量で上記改善が不可能な場合は、上司や産業医等に相談して、なるべく改善できるよう努めて下さい。 

 

◆ 勤務状況を見直すとともに、産業医等の指導を受けて下さい。 



別紙３ 

面 接 指 導 記 録 票 

 

（※本人記入） 

所    属  

職    種  

氏 名 ・ 年 齢                  （   歳） 

職 員 番 号  

 

時間外勤務の状況（面接指導を受ける場合又は申し出る場合の前１～６箇月の時間外勤務時間を記入） 

時

間

外

勤

務

時

間 

年 月 

勤 務 状 況 各 月 の 平 均 時 間 外 勤 務 時 間 

時間外 

勤務時間 

午後10時以降の勤務 累 積 

時間外数 
月平均 （※月平均は下記の数式で記入） 

回 時間 

       

      (A+B)÷2 

      (A+B+C) ÷3 

      (A+B+C+D) ÷4 

      (A+B+C+D+E) ÷5 

      (A+B+C+D+E+F) ÷6 

業務の内容 

（担当している業務や時間外勤務の要因となる業務を記入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

気になる事項 

（ご自身の身体的な症状、精神的な症状、生活状況など気になる事項を記入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

C 

D 

E

 
F 

B 



（産業医・職員健康管理医の記入欄） 

実施年月日 年   月   日 

問診内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措  置 

配慮すべき 

健康状態 

□ なし 

□ あり【                    】 

診断区分 

□ 異常なし 

□ 要観察 

□ 要精密検査 

□ 要医療 

指導区分 

□ 健康  Ｄ３ 

□ 要療養【 Ａ１                】 

□ 要軽業【 Ｂ１・Ｂ２             】 

□ 要注意【 Ｃ１・Ｃ２             】 

医師名（署名）  

所属長意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙４ 

長 時 間 勤 務 者 名 簿（面接指導実施者名簿） 

                                               所属コード      所属所名             

勤務年月 
長時間勤務者名 

（面接指導実施者名） 
時間外勤務時間 

面接指導 

対象者区分 

面接 

実施日 
 面談指導結果等 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ）  月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

年 月  

（～ 年 月） 

 
時間 分／月（平均） １（  ） 月 日 

 

※「面接指導対象者区分」欄は、実施要領１の（１）から（５）のいずれかを記入 



別紙５ 

令和  年  月  日 

 

[主任安全衛生管理者(保健厚生課長)経由] 

 総括安全衛生管理者 様 

 

所属所名             

 

 

面接指導実施結果報告書（  年  月勤務実績分） 

 

１ 面接指導対象者及び実施状況 

面接指導対象者 

区分 

面接指導 

対象者数 

左記のうち 

面接指導実施者数 
備 考 

実施要領１（１） 人 人 時間外勤務時間が 1箇月当たり 100時間以上の職員 

実施要領１（２） 
人 人 

時間外勤務時間が２～６箇月平均で 80 時間を超えた

職員 

実施要領１（３） 
人 人 

時間外勤務時間が 1箇月当たり 80時間を超え、 

かつ疲労の蓄積が認められる職員 

実施要領１（４） 
人 人 

(３)に準ずる職員のうち、産業医等が必要と認める 

職員 

実施要領１（５） 人 人 健康障害等により本人から申し出のあった職員 

計 人 人  

 

２ 面接指導実施者に係る指導区分の変更等 

 （１）指導区分の変更なし    人 

 （２）指導区分の変更者     人 

    ※指導区分の変更内容は、長野県教育委員会職員安全衛生管理規程様式第５号による 

 

３ 特記事項（面接指導対象者数と面接指導実施者数との差についての説明等） 

 



別紙６－１（県立学校等） 

長時間勤務職員に関する報告書 

 

 

産 業 医  様 

 

                所属長名             

 

 

 労働安全衛生規則第 52条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

所 属 名  氏 名  職員番号  

職 名  年 齢 歳  性 別 男 ・ 女 

該 当 月 
年   月  

（～  年  月） 
時間外勤務時間   時間  分／月（平均） 

業務内容 

 

時間外勤務 

の理由 

 

その他の状況 

（前月までの 

勤務状況） 

 

※時間外勤務時間が１箇月当たり 80時間を超えた職員及び２～６箇月平均で 80時間を超えた職員について、

時間外勤務のあった翌月の 10日までに提出すること。 



別紙６－２（県立学校等） 

長時間勤務職員に関する報告書 

 

 

職 員 健 康 管 理 医  様 

 

                所属長名             

 

 

 労働安全衛生規則第 52条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

所 属 名  氏 名  職員番号  

職 名  年 齢 歳  性 別 男 ・ 女 

該 当 月 
年   月  

（～  年  月） 
時間外勤務時間   時間  分／月（平均） 

業務内容 

 

時間外勤務 

の理由 

 

その他の状況 

（前月までの 

勤務状況） 

 

※時間外勤務時間が１箇月当たり 80時間を超えた職員及び２～６箇月平均で 80時間を超えた職員について、

時間外勤務のあった翌月の 10日までに提出すること。 



別紙６－３（事務局等） 

長時間勤務職員に関する報告書 

 

 

産 業 医  様 

 

                所属長名             

 

 

 労働安全衛生規則第 52条の２第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

所 属 名  氏 名  職員番号  

職 名  年 齢 歳  性 別 男 ・ 女 

該 当 月 
年  月  

（～  年  月） 
時間外勤務時間   時間  分／月（平均） 

業務内容 

 

時間外勤務 

の理由 

 

その他の状況 

（前月までの 

勤務状況） 

 

※時間外勤務時間が１箇月当たり 80時間を超えた職員及び２～６箇月平均で 80時間を超えた職員について、

時間外勤務のあった翌月の 10日までに提出すること。 



令和７年度 管理監督者メンタルヘルス対応サポート事業実施要領 

 

                                  保健厚生課 

１ 目 的 

  メンタルヘルス不調者を抱える管理職が、個別案件について具体的な対応策を相談する

ため、精神科専門医が医学的な見地から具体的な対応策を提案するなど、相談者の取り組

みを支援することを目的とする。 

 

２ 相談日程 【原則月１回】 

実施日 時間・会場 実施日 時間・会場 

５月13日（火）  

14:00～16:00 

県庁８階              

保健厚生課相談室 

11月25日（火）  

 14:00～16:00        

県庁８階                  

保健厚生課相談室 

６月９日（月） 12月15日（月） 

７月22日（火）  １月13日（火） 

８月５日（火）  ２月３日（火） 

９月９日（火）  ３月10日（火） 

10月14日（火）  

 ※医師の都合により日程が変更になる場合があります。 

 ※事情によりオンラインでの相談対応も可能ですので、申込時に御相談ください。 

 

３ 相談対象者 

  県立学校及び小中学校等の管理監督者及び教育委員会事務局・現地機関・教育機関の人

事担当職員等相談が必要な者 

 

４ 相談対応者 

  精神科医師、保健厚生課保健師 

 

５ 事業内容 

  個別相談を原則とし、一件につき１時間程度の相談時間とする。 

 

＜相談の流れ及び取扱い＞ 

(1) 申込み  

相談日２週間前までに、管理監督者から保健厚生課へ電話による相談予約をする。 

予約日が決定したら、保健厚生課から送付される「管理監督者メンタルヘルス対応サ

ポート事業申込書」（様式１）を実施日の概ね１週間前までに、保健厚生課保健師に送

付する。  

(2) 相談の実施 

保健厚生課相談室にて精神科医師と相談。      

(3) 相談後のフォロー 

保健厚生課保健師が対応。必要により再相談を検討。 

 

 


